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鳥取地方最低賃金審議会運営規程 

昭和３４年７月２０日       

（鳥取地方最低賃金審議会第１回会議にて議決） 

（規程の目的） 

第１条 この規程は、鳥取地方最低賃金審議会（以下「審議会」という。）の議事運営に関

し、最低賃金法及び最低賃金審議会令に定めるもののほか、必要な事項について定めるも

のである。 

 

（会議の招集） 

第２条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が必要と認めたときのほか、鳥取

労働局長(以下「局長」という。）、５人以上の委員又は労働者代表委員、使用者代表委

員及び公益代表委員各１人以上の委員から開催の請求があったとき、会長が招集する。 

２ 前項の規定により局長又は委員が会議の開催を請求しようとする場合には、付議事項及

び希望期日を少なくとも当該期日の１週間前までに、会長に通知しなければならない。 

３ 会長は、会議を招集しようとするときには、緊急やむを得ない場合のほか、少なくとも

３日前までに、付議事項、日時及び場所を委員に通知するとともに、局長に通知するもの

とする。 

 

（小委員会） 

第３条 会長は、審議会の議決により、特定の議案について事実の調査をし、又は細目にわ

たる審議を行うため、委員を指名して小委員会を設けることができる。 

 

（テレビ会議システムによる委員の出席、病気等による委員の欠席） 

第４条 委員は、会長が必要であると認めるときは、テレビ会議システム（映像と音声の送

受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができるシステムをいう。次項

において同じ。）を利用する方法によって会議に出席することができる。 

２ テレビ会議システムを利用する方法による会議への出席は、審議会令第５条第２項及び

第３項に規定する会議への出席に含めるものとする。 
３ 委員は、病気その他の事由によって会議に出席できないときには、その旨を会長に通知

しなければならない。 
４ 委員は、旅行その他の事由によって長期間不在となるときは、あらかじめ会長に通知し

なければならない。 

 

（会議の議事） 

第５条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

２ 委員は、会議において発言しようとするときには、会長の許可を受けるものとする。 

３ 審議会は、会長が必要があると認めるときは、委員でない者の説明又は意見を聴くこと

ができる。 
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（会議の公開） 

第６条 会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保護に

支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれ

がある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ

がある場合には、会長は、会議を非公開とすることができる。 

２ 会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置をとる

ことができる。 

３ 公開については、別に定める鳥取地方最低賃金審議会の会議公開事務処理要領によるも

のとする。 

 

（議事録及び議事要旨） 

第７条 会議の議事については、議事録を会長及び会長の指名した労働者代表委員並びに使

用者代表委員の各１人の確認を得たうえで作成するものとする。 

２ 議事録及び会議の資料は、原則として公開する。ただし、公開することにより、個人情

報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害さ

れるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわ

れるおそれがある場合には、会長は、議事録及び会議の資料の全部又は一部を非公開とす

ることができる。 

３ 議事録を非公開とする場合には、議事要旨を作成し公開するものとする。 

４ 前３項の規程は、小委員会について準用する。 

 

（意見及び建議の提出） 

第８条 会長は、審議会において議決を行ったときは、答申書、建議書又は議決書を局長に

提出するものとする。 

 

（規程の改廃） 

第９条 この規程の改廃は、審議会の議決に基づいて行う。 

 

附 則 （平成８年３月２９日） 

  第６条から第８条までの改正規程は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則 （平成９年１２月１５日） 

  第７条第２項の改正規程は、平成９年１２月１５日から施行する。 

附 則 （平成１３年５月９日） 

  第１条、第２条、第５条から第８条までの改正規程は、平成１３年５月９日から施行す

る。 

附 則 （平成１６年８月２４日） 

  第６条、第７条の改正規程は、平成１６年９月１０日から施行する。 
附 則 （平成２２年７月５日） 
  第１条から第８条までの改正規程は、平成２２年７月５日から施行する。 
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附 則 （令和４年３月１１日） 
  第１条、第４条、第６条及び第７条の改正規程は、令和４年４月１日から施行する。 
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鳥 取 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 

最低賃金専門部会運営規程 

令和４年４月１日改正 

 

（目 的） 

第１条 鳥取地方最低賃金審議会（以下「審議会」という。）に設置する専門部 

   会（以下「専門部会」という。）の議事運営は、最低賃金法（昭和３４年 

   法律第１３７号）及び最低賃金審議会令（昭和３４年政令第１６３号） 

   に定めるもののほか、必要な事項について定めるものである。 

 

（名 称） 

第２条 専門部会には、それぞれの担当する最低賃金の件名を冠する。 

 

（会議の招集） 

第３条 専門部会の会議（以下「会議」という。）は、部会長が必要と認めたと 

   きのほか、鳥取労働局長（以下「局長」という。）、３人以上の委員から 

   開催の請求があったとき、部会長が招集する。 

  ２ 前項の規程により局長又は委員が会議の開催を請求しようとする場合 

   には、付議事項及び希望期日を少なくとも当該期日の１週間前までに､部 

   会長に通知しなければならない。 

  ３ 部会長は、会議を招集しようとするときは、緊急やむを得ない場合の 

   ほか、少なくとも３日前までに付議事項、日時及び場所を委員に通知す 

   るとともに、局長に通知するものとする。 

 

（委員の欠席） 

第４条 委員は、病気その他の事由によって会議に出席できないときには、そ 

   の旨を部会長に通知しなければならない。 

  ２ 委員は、旅行その他の事由によって長期間不在となるときは、あらか 

   じめ部会長に通知しなければならない。 

 

（会議の議事） 

第５条 部会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

  ２ 委員は、会議において発言しようとするときは、部会長の許可を受け 

   るものとする。 
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 ３ 専門部会は、部会長が必要があると認めるときは、委員でない者の説 

   明又は意見を聴くことができる。 

 

（会議の公開） 

第６条 会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人 

   情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利 

   利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しく 

   は意志決定の中立性が不当に侵害されるおそれがある場合には、部会長 

   は、会議を非公開とすることができる。 

  ２ 部会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるな 

   ど必要な措置をとることができる。 

 

（議事録及び議事要旨） 

第７条 会議の議事については、議事録を部会長及び部会長の指名した労働者代 

   表委員並びに使用者代表委員の各１人の確認を得たうえで作成するものとす 

   る。 

  ２ 議事録及び会議の資料は、原則として公開する。ただし、公開するこ 

   とにより、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若し 

   くは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は率直な意 

   見の交換若しくは意志決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場 

   合には、部会長は、議事録及び会議の資料の全部又は一部を非公開とす 

   ることができる。 

  ３ 議事録を非公開とする場合には、議事要旨を作成し公開するものとす 

   る。 

 

（報告書の提出） 

第８条 部会長は、会議において議決を行ったときには、報告書をその都度、 

   議決書を鳥取地方最低賃金審議会長に提出するものとする。 

 

（専門部会の廃止） 

第９条 各専門部会は、その専門部会に係る最低賃金についての審議会の意見 

   に関する異議の申出期間が満了したときをもって、これを廃止する。 

 

（雑 則） 

第 10条  この規程に定めるもののほか、議事及び運営に関し必要な事項は、 

    専門部会の議決に基づいて行う。 
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（規程の改廃） 

第 11条 この規程の改廃は、鳥取地方最低賃金審議会の議決に基づいて行う。 

 

附 則 （平成８条３月２９日） 

 第６条から第８条までの改正規程は、平成８年４月１日から施行する。 

 

附 則 （平成９年１２月１５日） 

 第７条第２項の改正規程は、平成９年１２月１５日から施行する。 

 

附 則 （平成１３年５月９日） 

 第１条、第２条、第５条から第８条の改正規程は、平成１３年５月９日から 

施行する。 

 

附 則 （平成１６年８月２４日） 

 第６条、第７条の改正規程は、平成１６年９月１０日から施行する。 

 

附 則 （平成２２年７月５日） 

 第１条、第２条、第３条、第４条から第 6 条及び第９条の改正規程は、平成 

２２年７月５日から施行する。 

 

附 則 （令和４年３月１１日） 

 第７条の改正規程は、令和４年４月１日から施行する。 
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殿

㊢

会 長

別添（略）のとおり、鳥取県各種商品小売業最低賃金（平成20年鳥取労働局最低賃金

公示第３号）の改正決定に関する申出があったので、同法第21条の規定により、その

必要性の有無について、貴会の意見を求める。

鳥取労働局長 平川 雅浩

令和５年７月21日付けをもって、申出代表者 ＵＡゼンセン鳥取県支部支部長

北畑仁史　から、最低賃金法（昭和34年法律第137号）第15条第１項の規定に基づき、

印

鳥取県各種商品小売業最低賃金の改正決定の必要性の有無について（諮問）

鳥 労 発 基 0731 第 1 号

令 和 5 年 7 月 31 日

鳥取地方最低賃金審議会

佐 藤 匡
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0
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人
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年
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度
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4
6
円
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3
円
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円
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7
円
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円
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円
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円
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円
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円
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円
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円

1
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円
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円
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2
2
円
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円
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円
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8
円
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円

2
9
円

3
3
円

4
6
円

引
上
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6
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.
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.
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%
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%
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.
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.
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%
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.
3
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.
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.
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%
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.
3
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%
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.
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%
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.
7
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%
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6
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.
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.
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.
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平
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年
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年
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度
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度
令

和
３
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度
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和

４
年

度
令

和
５

年
度
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額

7
3
5
円

7
3
6
円

7
3
8
円

7
4
3
円

7
5
3
円

7
6
4
円

7
7
4
円

7
9
0
円

8
0
7
円

8
0
9
円

8
2
5
円

8
5
9
円

引
上

げ
額

1
円

1
円

2
円

5
円

1
0
円

1
1
円

1
0
円

1
6
円

1
7
円

2
円

1
6
円

3
4
円

引
上

げ
率

0
.
1
4
%

0
.
1
4
%

0
.
2
7
%

0
.
6
8
%

1
.
3
5
%

1
.
4
6
%

1
.
3
1
%

2
.
0
7
%

2
.
1
5
%

0
.
2
5
%

1
.
9
8
%

4
.
1
2
%

影
 
響

 
率

9
.
1
6
%

6
.
8
6
%

1
5
.
0
4
%

1
7
.
0
0
%

1
0
.
4
0
%

1
5
.
1
4
%

1
6
.
4
9
%

1
3
.
1
4
%

1
9
.
8
8
%

7
.
2
0
%

2
0
.
7
8
%

2
6
.
6
0
%

県
最

賃
比

率
1
1
3
.
7
8
%

1
1
2
.
7
1
%

1
1
1
.
1
4
%

1
0
9
.
7
5
%

1
0
8
.
6
6
%

1
0
6
.
8
5
%

1
0
4
.
8
8
%

1
0
3
.
6
7
%

1
0
2
.
1
5
%

1
0
2
.
1
5
%

1
0
0
.
4
9
%

1
0
0
.
5
9
%

発
 
効

 
日

H
2
4
.
1
.
2
7

H
2
5
.
1
.
1
7

H
2
6
.
1
.
9

H
2
6
.
1
2
.
2
5

H
2
7
.
1
2
.
1
9

H
2
8
.
1
2
.
2
2

H
3
0
.
1
.
1
1

H
3
0
.
1
2
.
2
8

R
元

.
1
2
.
2
8

R
2
.
1
2
.
3
0

R
3
.
1
2
.
1
7

R
4
.
1
2
.
1
7

時
 
間

 
額

6
9
5
円

6
9
7
円

6
9
7
円

7
0
0
円

7
1
0
円

7
1
8
円

7
1
8
円

7
1
8
円

7
1
8
円

7
1
8
円

7
1
8
円

7
1
8
円

引
上

げ
額

1
円

2
円

改
正

審
議

な
し

3
円

1
0
円

8
円

改
正

審
議

な
し

改
正

審
議

な
し

改
正

審
議

な
し

改
正

審
議

な
し

改
正

審
議

な
し

改
正

審
議

な
し

引
上

げ
率

0
.
1
4
%

0
.
2
9
%

0
.
4
3
%

1
.
4
3
%

1
.
1
3
%

影
 
響

 
率

0
.
2
3
%

0
.
2
1
%

0
.
0
0
%

0
.
4
0
%

0
.
0
0
%

県
最

賃
比

率
1
0
7
.
5
9
%

1
0
6
.
7
4
%

1
0
3
.
4
0
%

1
0
2
.
4
5
%

1
0
0
.
4
2
%

発
 
効

 
日

H
2
4
.
2
.
9

H
2
5
.
2
.
7

H
2
6
.
1
2
.
1
3

H
2
7
.
1
2
.
1
9

H
2
8
.
1
2
.
1
7

　
鳥

取
県

最
低

賃
金

　
産

業
別

最
低

賃
金

鳥
取

県
電

子
部

品
・

デ
バ

イ
ス

・
電

子
回

路
、

電
気

機
械

器
具

、
情

報
通

信
機

械
器

具
製

造
業

最
低

賃
金

鳥
取

県
各

種
商

品
小

売
業

最
低

賃
金
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64
6円

65
3円

66
4円

67
7円

69
3円

71
5円

73
8円

76
2円

79
0円

79
2円

82
1円

85
4円

90
0円

73
5円

73
6円

73
8円

74
3円

75
3円

76
4円

77
4円

79
0円

80
7円

80
9円

82
5円

85
9円

69
5円

69
7円

69
7円

70
0円

71
0円

71
8円

71
8円

71
8円

71
8円

71
8円

71
8円

71
8円

60
0円

65
0円

70
0円

75
0円

80
0円

85
0円

90
0円

95
0円

平
成

23
年
度

平
成

24
年
度

平
成

25
年
度

平
成

26
年
度

平
成

27
年
度

平
成

28
年
度

平
成

29
年
度

平
成

30
年
度

令
和
元
年
度

令
和
２
年
度

令
和
３
年
度

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

鳥
取
県
の
最
低
賃
金
額

鳥
取
県
最
低
賃
金

電
気
機
械
器
具
等
製
造
業
最
低
賃
金

各
種
商
品
小
売
業
最
低
賃
金
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（R５.９.５） 

     

鳥取県の最低賃金 
 

＊令和 5 年１０月 4 日までは現行最低賃金の 854 円が適用されます 

「鳥取県最低賃金」は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、鳥取県内

の事業所で働くすべての労働者に適用されます。 
 

なお、下表の産業に該当する事業所で働く労働者には、それぞれの「特定（産業別）最低賃金」

が適用されますが、次に掲げる労働者については、｢鳥取県最低賃金｣が適用されます。 

１ １８歳未満又は６５歳以上の者 

２ 雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの 

３ 清掃又は片付けの業務に主として従事する者 

４ 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業については、手

作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う「組線」、「取付け」、「包装又は箱詰

め」の業務に主として従事する者 
 

 

 

最低賃金額の算定には、次の賃金は含まれません。 
① 精皆勤手当、通勤手当、家族手当        ② 臨時に支払われる賃金 

③ １月を超える期間ごとに支払われる賃金  ④ 時間外労働、休日労働及び深夜労働の割増賃金 

※ 派遣就労中の労働者については、派遣先事業所に適用される最低賃金が適用されます。 

    

 

 

 

 

 

 

  

地域別最低賃金 時 間 額 発 効 年 月 日 

鳥 取 県 最 低 賃 金 ９００ 円 令和５年１０月５日 

特定（産業別）最低賃金 時 間 額 発 効 年 月 日 

鳥 取 県 電 子 部 品 ・ デ バ イ ス ・ 

電 子 回 路 、 電 気 機 械 器 具 、 情 報 

通 信 機 械 器 具 製 造 業 最 低 賃 金 
  ８５９ 円 

令 和 ４ 年 １ ２ 月 １ ７ 日 
 

＊令和５年１０月５日から「鳥取県最低賃 
金 900 円」が適用されます。 

鳥 取 県 各 種 商 品 小 売 業 最 低 賃 金 

 

＊令和５年１０月５日から「鳥取県最低賃金 900 円」が適用さ 
れます。（それまでの間は、同 854 円が適用） 

 

    詳細については、鳥取労働局労働基準部賃金室又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
鳥取労働局労働基準部賃金室 ℡０８５７－２9－１７０５  鳥取労働基準監督署  ℡０８５７－２４－３２１１ 

米子労働基準監督署 ℡０８５９－３４－２２３１  倉吉労働基準監督署 ℡０８５８－２２－６２７４ 

鳥取労働局ホームページＵＲＬ  https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/     

●社内の最低賃金の引上げをご検討の事業者の方へ「業務改善助成金」を利用しましょう！ 
   鳥取労働局雇用環境・均等室（企画担当）   ℡  ０８５７̶２９̶１７０１ 

●経営面・労働面の相談をワンストップで行います。（相談は無料） 

働き方改革サポートオフィス鳥取      ℡ ０８００̶２００̶３２９５  
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（R５.９.５） 

 

Ｑ１：今の賃金が最低賃金額以上か調べるにはどうするの？ 
 

Ａ１：賃金形態で計算方法が違いますので、次の計算方法で行ってください。 

①支払われる賃金が時間給の場合  時間給≧最低賃金額（時間額） 

②支払われる賃金が日給の場合   日給÷１日の所定労働時間≧最低賃金額（時間額）（事例１参照） 

③支払われる賃金が月給の場合   賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金の時間額と比較

します。（事例２参照） 

 

（事例１）（日によって所定労働時間数が異ならない場合） 

A さんは日給６,７５０円、1 日の所定労働時間数は 7.5 時間です。 

この場合は、上記②にある式にあてはめると、 

 ６,７５０円÷７．５時間＝９００円≧９００円（鳥取県最低賃金） 

となり、最低賃金額を満たしていることが分かります。 

 

（事例２）（月によって所定労働時間数が異なる場合） 

B さんは月給１５０,５００円、年間所定労働日数は２５０日、1 日の所定労働時間数は８時間です。 

この場合、次のような計算式を用いて比較します。 

月給額 ÷１か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額（時間額） 

この式にあてはめると、 

１５０,５００円÷〔（２５０日×８時間 ）÷１２か月〕 

                    ＝９０３円(円未満切捨）≧９００円（鳥取県最低賃金）  

となり、最低賃金額を満たしていることが分かります。 

 

 

Ｑ２：うちの会社には手当がいくつかあるのですが、最低賃金の計算に入れるものは何？ 
 
Ａ２：最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。具体

的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。  

（事例３参照） 

① 臨時に支払われる賃金（結婚手当など） 

② １か月を超える期間ごとに支払われている賃金（賞与など） 

③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金（時間外割増賃金など） 

④ 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金（休日割増賃金など） 

⑤ 午後10時から午前５時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間

の賃金の計算額を超える部分（深夜割増賃金など） 

⑥ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

（事例３） 

Cさんは、月給で、基本給が1１８,５00円、職務手当が月28,000円、通勤手当が月7,500円

支給されています。また、この他に時間外手当、休日手当などが支給されます。 

ある月のCさんの賃金は、基本給、職務手当、通勤手当のほか、時間外手当が32,500円支給さ

れ、合計が1８６,５00円となりました。 

この賃金が最低賃金を上回っているかどうかは、次のように調べます。 

（Cさんの会社は、年間所定労働日数260日、所定労働時間数は1日7.5時間です。） 

① 支給された賃金から、最低賃金の対象とならない賃金を除きます。 

除外される賃金は、通勤手当、時間外手当であり、職務手当は除外されませんから、 

 １８６,５００円 －（７,５００円＋３２,５００円）＝１４６,５００円 

② この金額を、事例2の方法で時間額に換算し、最低賃金額と比較をします。 

 １４６,５００円÷〔（２６０日×７.５時間 ）÷１２か月〕 

              ＝ ９０１円(円未満切捨)≧９００円（鳥取県最低賃金） 

となりますので、最低賃金額を満たしていることになります。 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各種商品小売業等最低賃金全国設定状況

各種商品小売業

最　 低
賃金額

対前年
上昇額

最　 低
賃金額

対前年
上昇額

最　 低
賃金額

対前年
上昇額

最　 低
賃金額

対前年
上昇額

最　 低
賃金額

対前年
上昇額

最　 低
賃金額

対前年
上昇額

最　 低
賃金額

対前年
上昇額

C 青森 758 31 777 34 798 40 821 44 825 27 852 31 882 57

C 岩手 767 26 767 15 767 0 767 0 767 0 767 0 767 0

B 茨城 811 31 828 33 849 38 871 43 874 25 881 10 881 7

B 栃木 817 31 837 37 850 33 871 34 874 24 874 3 874 0

A 埼玉 849 28 849 15 849 0 849 0 849 0 849 0 849 0

A 千葉 848 29 848 16 848 0 848 0 848 0 848 0 848 0

A 東京 792 0 792 0

B 新潟 800 27 810 21 824 24 842 32 842 18 842 0 842 0

B 福井 750 0 750 0 750 0

B 長野 800 27 817 31 835 35 855 38 857 22 879 24 910 53

B 静岡 836 26 850 27 866 30 886 36 886 20 886 0 886 0

A 愛知 847 37 847 24 847 0 847 0 847 0 847 0 847 0

B 滋賀 803 28 818 30 840 37 840 22 840 0 840 0 840 0

B 京都 837 34 860 42 884 47 910 50 910 26 938 28 938 28

B 兵庫 797 11 797 0 797 0 797 0 797 0 797 0 797 0

C 鳥取 718 18 718 8 718 0 718 0 718 0 718 0 718 0

B 岡山 816 38 835 41 856 40 880 45 880 24 893 13 910 30

B 広島 821 31 838 33 858 37 878 40 878 20 903 25 903 25

B 愛媛 758 33 772 33 789 31 806 34 810 21 822 16 854 44

C 大分 716 12 716 2 716 0 716 0 716 0 716 0 716 0

C 宮崎 705 10 705 0 705 0 705 0 705 0 705 0 705 0

C 沖縄 723 31 745 43 770 47 770 25 770 0 770 0 770 0

百貨店、総合スーパー

最　 低
賃金額

対前年
上昇額

最　 低
賃金額

対前年
上昇額

最　 低
賃金額

対前年
上昇額

最　 低
賃金額

対前年
上昇額

最　 低
賃金額

対前年
上昇額

最　 低
賃金額

対前年
上昇額

最　 低
賃金額

対前年
上昇額

C 岩手 780 -20 800 800 800 20 800 0 800 0 800 0

B 富山 810 20 820 20 840 30 860 40 865 25 890 30 915 50

B 石川 811 21 820 20 840 29 860 40 865 25 890 30 915 50

B 福井 799 26 805 14 810 11 810 5 840 30 840 30 840 0

B 和歌山 799 34 810 30 830 31 850 40 851 21 869 19 869 18

B 島根 748 44 750 21 750 2 750 0 750 0 750 0 750 0

B 山口 779 42 795 38 822 43 852 57 859 37 875 23 907 48

B 福岡 824 34 846 44 867 43 889 43 889 22 897 8 897 8

C 熊本 712 5 740 28 765 53 792 52 796 31 796 4 855 59

C 鹿児島 693 0 693 0 693 0 693 0 693 0 693 0 693 0

令和４年度

令和４年度

令和２年度

令和２年度

令和３年度

令和３年度

平成３０年度

平成３０年度

令和元年度

令和元年度

平成２９年度

平成２９年度

平成２８年度

平成２８年度

ランク 都府県名

ランク 県名
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令和2年（2020年）＝100

前年 前年 前年
年   月 (同月) 前月比 (同月) 前月比 (同月) 前月比

比 比 比
（％） （％） （％） （％） （％） （％）

平成30 年 99.5 1.0 99.9 1.5 100.3 1.0
令和1年 100.0 0.5 100.4 0.5 100.7 0.3

2 100.0 0.0 100.0 -0.4 100.0 -0.6
3 99.8 -0.2 99.3 -0.7 99.9 -0.1
4 102.3 2.5 101.9 2.6 102.1 2.2

R4/7 102.3 2.6 0.5 101.7 2.6 0.7 102.3 2.5 0.4
8 102.7 3.0 0.4 102.5 3.3 0.7 102.7 3.0 0.4
9 103.1 3.0 0.4 102.9 3.5 0.4 103.4 3.2 0.6
10 103.7 3.7 0.6 103.7 4.5 0.7 102.6 2.5 -0.7
11 103.9 3.8 0.2 103.9 4.4 0.2 102.8 2.8 0.2
12 104.1 4.0 0.2 104.2 4.7 0.3 104.5 4.5 1.6

Ｒ5/1 104.7 4.3 0.5 104.8 5.0 0.6 105.0 4.6 0.5
2 104.0 3.3 -0.6 104.0 3.8 -0.8 103.9 3.4 -1.0
3 104.4 3.2 0.4 104.4 3.8 0.4 104.6 3.7 0.7
4 105.1 3.5 0.6 105.1 4.0 0.7 105.2 4.0 0.5
5 105.1 3.2 0.1 105.1 3.8 0.0 105.0 3.4 -0.2
6 105.2 3.3 0.1 105.3 4.3 0.2 105.1 3.1 0.0

7 105.7 3.3 0.5 105.8 4.0 0.5 105.5 3.1 0.4

前年 前年 前年
年   月 指 数 (同月) 前月比 指 数 (同月) 前月比 指 数 (同月) 前月比

比 比 比
（％） （％） （％） （％） （％） （％）

平成30 年 99.9 0.7 99.7 0.8 98.9 1.1
令和1年 99.9 0.0 99.8 0.1 99.8 0.9

2 100.0 0.1 100.0 0.2 100.0 0.2
3 99.9 -0.1 99.6 -0.4 100.2 0.2
4 102.0 2.1 102.3 2.7 102.9 2.7

R4/7 102.1 2.3 0.3 102.5 2.9 0.5 103.0 2.9 0.5
8 102.2 2.4 0.2 103.0 3.3 0.4 103.3 3.2 0.3
9 102.8 2.6 0.5 103.2 3.0 0.2 103.8 3.2 0.5
10 103.4 3.2 0.6 104.1 4.4 0.8 104.6 4.1 0.8
11 104.1 3.9 0.7 104.1 4.4 0.1 104.7 3.9 0.0
12 104.2 4.1 0.0 104.4 4.7 0.2 105.1 4.4 0.4

Ｒ5/1 104.6 4.3 0.4 104.9 4.9 0.5 105.7 4.6 0.6
2 103.7 3.4 -0.8 104.3 4.1 -0.5 104.8 3.6 -0.8
3 104.2 3.5 0.5 104.5 3.7 0.2 105.1 3.6 0.3
4 104.7 3.7 0.5 105.1 3.8 0.6 105.6 3.6 0.5
5 104.8 3.2 0.1 105.1 2.9 0.0 105.8 3.6 0.2
6 104.9 3.1 0.1 105.3 3.1 0.1 105.8 3.2 0.0

7 105.3 3.2 0.4 105.7 3.1 0.4 106.2 3.1 0.4
 

山  　口  　市広 　 島  　市岡 　 山  　市

全国･中国地方県庁所在地別総合指数

全　　　　国 鳥　  取  　市 松　  江  　市

指 数 指 数 指 数

－３－-25-
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前年 前年 前年 前年 前年 前年 前年

年月 指 数 (同月) 前月比 指 数 (同月) 前月比 指 数 (同月) 前月比 指 数 (同月) 前月比 指 数 (同月) 前月比 指 数 (同月) 前月比 指 数 (同月) 前月比

比 比 比 比 比 比 比

（％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％）

ｳｪｲﾄ

Ｈ30年 99.9 1.5 97.2 2.2 100.2 0.2 100.3 5.7 95.7 0.5 96.9 0.1 99.5 1.4

Ｒ1年 100.4 0.5 98.5 1.3 100.4 0.2 102.6 2.3 98.5 2.9 97.0 0.0 100.0 0.4

2年 100.0 -0.4 100.0 1.5 100.0 -0.4 100.0 -2.6 100.0 1.6 100.0 3.1 100.0 0.0

3年 99.3 -0.7 99.8 -0.2 99.6 -0.4 101.8 1.8 100.8 0.8 99.7 -0.3 97.9 -2.1

4年 101.9 2.6 104.6 4.7 100.6 1.0 117.1 15.1 101.8 1.0 101.5 1.8 96.8 -1.1

R4/7 101.7 2.6 0.7 103.4 4.7 0.6 101.1 1.4 0.7 116.4 13.6 1.3 100.1 -2.4 -0.9 101.5 2.1 -0.1 97.0 -1.3 0.3

8 102.5 3.3 0.7 105.4 5.9 1.9 101.0 1.3 -0.1 117.8 14.6 1.2 101.5 -0.5 1.4 100.7 3.8 -0.8 96.5 -0.4 -0.5

9 102.9 3.5 0.4 106.2 5.8 0.8 101.0 1.3 0.0 120.2 15.7 2.0 103.2 3.2 1.7 103.0 2.3 2.3 96.8 -0.6 0.3

10 103.7 4.5 0.7 108.2 7.9 1.9 101.2 1.6 0.2 122.3 16.6 1.8 103.7 2.8 0.5 102.7 2.2 -0.3 97.0 0.5 0.2

11 103.9 4.4 0.2 108.3 7.9 0.1 101.3 1.6 0.1 124.1 16.4 1.5 105.5 3.8 1.7 104.0 3.2 1.3 97.5 0.9 0.5

12 104.2 4.7 0.3 108.9 8.4 0.5 101.4 1.8 0.1 125.8 16.8 1.4 105.4 6.5 -0.1 103.8 3.5 -0.2 97.2 0.8 -0.3

Ｒ5/1 104.8 5.0 0.6 110.6 8.7 1.6 101.5 1.7 0.1 126.8 15.9 0.7 107.3 7.8 1.8 102.1 2.4 -1.6 97.0 0.6 -0.2

2 104.0 3.8 -0.8 110.8 8.1 0.2 101.5 1.8 0.0 112.6 0.6 -11.1 107.3 10.0 0.0 103.0 4.7 0.9 97.9 1.4 1.0

3 104.4 3.8 0.4 111.1 8.8 0.2 101.6 1.8 0.0 111.7 -1.8 -0.8 110.9 10.7 3.4 102.5 3.4 -0.5 98.8 2.2 0.9

4 105.1 4.0 0.7 112.4 10.1 1.2 102.5 2.2 1.0 111.9 -2.0 0.2 110.9 8.8 0.0 103.5 1.6 1.0 98.6 1.9 -0.2

５ 105.1 3.8 0.0 113.1 9.7 0.6 102.5 2.1 0.0 106.6 -7.0 -4.7 113.0 11.1 1.9 104.0 2.6 0.5 98.4 1.6 -0.2

６ 105.3 4.3 0.2 112.9 9.9 -0.2 102.3 2.0 -0.2 110.2 -4.2 3.4 113.5 12.4 0.4 103.7 2.0 -0.3 99.2 2.6 0.8

７ 105.8 4.0 0.5 113.8 10.1 0.8 102.4 1.3 0.0 108.1 -7.2 -1.9 111.4 11.3 -1.8 103.8 2.2 0.1 99.0 2.1 -0.2

前年 前年 前年 前年 前年 前年

年月 指 数 (同月) 前月比 指 数 (同月) 前月比 指 数 (同月) 前月比 指 数 (同月) 前月比 指 数 (同月) 前月比 指 数 (同月) 前月比

比 比 比 比 比 比

（％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％）

ｳｪｲﾄ

30年 101.7 1.7 109.7 0.5 99.6 0.6 108.3 0.9 100.1 1.2 99.6 0.5

Ｒ1年 100.7 -1.0 108.2 -1.4 100.6 1.0 106.4 -1.8 100.7 0.6 100.2 0.6

2年 100.0 -0.6 100.0 -7.5 100.0 -0.6 100.0 -6.0 100.0 -0.7 100.0 -0.2

3年 95.9 -4.1 100.0 0.0 100.6 0.6 101.5 1.5 99.2 -0.8 98.6 -1.4

4年 95.0 -1.0 99.4 -0.6 102.1 1.5 103.0 1.4 101.6 2.4 99.6 1.0

R4/7 95.7 0.0 1.5 99.1 -0.8 0.0 102.2 0.9 0.7 102.9 1.8 0.7 101.7 2.4 0.7 99.6 1.2 0.6

8 95.6 0.7 -0.1 99.1 -0.8 0.0 104.2 1.9 1.9 102.8 1.4 -0.1 102.1 3.0 0.4 100.1 1.9 0.4

9 95.4 0.6 -0.2 99.1 -0.8 0.0 103.0 2.6 -1.1 103.5 1.6 0.7 102.6 3.5 0.4 100.4 2.3 0.3

10 95.4 2.1 0.0 99.1 -0.8 0.0 103.2 2.5 0.2 103.5 1.3 0.0 103.2 4.2 0.6 101.0 3.0 0.6

11 95.6 1.7 0.2 99.1 -0.8 0.0 102.0 1.2 -1.2 103.9 1.2 0.4 103.6 4.2 0.4 101.3 3.2 0.3

12 96.0 2.1 0.4 99.1 -0.8 0.0 101.5 1.0 -0.4 103.8 1.2 0.0 104.0 4.7 0.3 101.5 3.6 0.2

Ｒ5/1 95.5 2.1 -0.5 99.1 -0.8 0.0 103.2 3.4 1.7 103.9 1.3 0.1 104.3 4.8 0.3 101.8 3.8 0.3

2 95.5 1.2 0.0 99.1 -0.8 0.0 103.7 3.8 0.5 104.1 1.4 0.2 103.5 3.7 -0.7 102.0 4.2 0.3

3 96.0 1.3 0.5 99.1 -0.8 0.0 105.2 4.1 1.5 103.9 1.5 -0.2 104.1 3.8 0.5 102.7 4.6 0.7

4 96.3 1.6 0.3 99.2 -1.0 0.1 106.2 3.1 0.9 104.3 1.5 0.4 104.9 3.9 0.8 103.6 4.7 0.8

５ 96.5 2.3 0.3 98.5 -0.5 -0.6 107.0 3.7 0.7 104.3 1.6 0.0 104.8 3.8 0.0 103.9 5.0 0.4

６ 96.8 2.6 0.2 98.5 -0.5 0.0 106.0 4.4 -0.9 104.2 2.0 -0.1 105.2 4.2 0.4 104.0 5.1 0.1

７ 98.1 2.5 1.4 98.5 -0.5 0.0 108.3 5.9 2.1 104.4 1.4 0.1 105.5 3.7 0.2 104.4 4.8 0.4

鳥 取 市 １０ 大 費 目 指 数

教  養  娯  楽

家具・家事用品 被服 及び 履物総       合 食       料 住       居 光 熱 ・ 水 道

2600

教       育

348

9606645

1888 702

生鮮食品を除く総合
生鮮食品及びエネル

ギーを除く総合

8816

令和２年（２０２０年）＝１００

保  健  医  療

433

1910 170 917

38810000

諸   雑   費交 通 ・ 通 信

－４－-26-



2 0 2 0 年 基 準 消 費 者 物 価 指 数 時 系 列 リ ス ト

鳥取市　　　　
001 0001：総合

令和２年＝100
2020年＝100

23年
2011年

24年
2012年

25年
2013年

26年
2014年

27年
2015年

28年
2016年

29年
2017年

30年
2018年

平成31
年

令和元
年

2019年
2年

2020年
3年

2021年
4年

2022年
5年

2023年

1月 94.1 94.5 94.1 95.0 97.4 97.4 98.3 99.5 100.2 100.6 99.6 99.8 104.8 

2月 94.0 94.5 93.9 95.1 97.3 97.4 98.0 99.7 100.1 100.4 99.6 100.2 104.0 

3月 94.1 94.8 93.8 95.2 97.7 97.5 98.0 99.1 100.3 100.5 99.6 100.5 104.4 

4月 94.1 94.8 94.2 97.2 98.0 97.8 98.2 99.2 100.3 100.2 98.8 101.1 105.1 

指 5月 94.4 94.7 94.3 97.3 98.4 97.7 98.3 99.8 100.4 100.3 99.0 101.3 105.1 

6月 94.2 94.1 94.2 97.7 98.0 97.5 98.2 99.6 100.1 100.1 99.0 101.0 105.3 

7月 94.5 93.9 94.5 97.5 97.9 97.5 98.1 99.8 100.0 100.2 99.2 101.7 105.8 

8月 94.4 94.2 95.0 98.2 98.0 97.8 98.5 100.3 100.5 100.5 99.2 102.5 

9月 94.1 94.0 95.0 97.9 98.1 97.7 98.7 100.6 100.9 100.1 99.4 102.9 

数 10月 94.4 94.0 94.9 97.6 98.1 98.6 98.7 100.9 100.7 99.4 99.2 103.7 

11月 93.8 94.0 95.0 97.2 97.7 98.6 99.0 100.6 100.7 98.9 99.5 103.9 

12月 93.9 93.8 95.1 97.7 97.6 98.5 99.1 100.1 100.5 98.8 99.5 104.2 

年 平 均 94.2 94.3 94.5 97.0 97.8 97.8 98.4 99.9 100.4 100.0 99.3 101.9 

年 度 平 均 94.3 94.1 94.8 97.5 97.8 98.0 98.8 100.1 100.5 99.8 99.4 103.0 

1月 0.1 0.7 0.3 -0.1 -0.4 -0.2 -0.2 0.4 0.2 0.1 0.8 0.3 0.6 

2月 -0.1 0.0 -0.2 0.2 -0.1 0.0 -0.2 0.1 -0.2 -0.2 0.0 0.4 -0.8 

3月 0.1 0.4 -0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 -0.6 0.2 0.1 0.0 0.3 0.4 

前 4月 0.0 -0.1 0.4 2.1 0.3 0.3 0.1 0.2 0.0 -0.4 -0.9 0.5 0.7 

　 5月 0.3 -0.1 0.2 0.2 0.4 -0.1 0.2 0.5 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0 

月 6月 -0.2 -0.6 -0.2 0.4 -0.4 -0.1 -0.2 -0.2 -0.2 -0.1 0.0 -0.3 0.2 

7月 0.3 -0.3 0.4 -0.2 -0.1 -0.1 0.0 0.2 -0.1 0.1 0.2 0.7 0.5 

比 8月 -0.1 0.3 0.5 0.7 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 0.2 0.0 0.7 

9月 -0.3 -0.1 0.0 -0.3 0.1 -0.1 0.2 0.2 0.4 -0.4 0.2 0.4 

（％） 10月 0.3 0.0 -0.1 -0.3 -0.1 0.9 0.0 0.3 -0.2 -0.7 -0.2 0.7 

11月 -0.6 0.0 0.1 -0.4 -0.4 0.0 0.3 -0.3 0.0 -0.5 0.4 0.2 

12月 0.1 -0.2 0.1 0.6 -0.1 -0.1 0.1 -0.6 -0.2 -0.1 -0.1 0.3 

1月 -1.1 0.4 -0.4 0.9 2.4 0.0 0.9 1.3 0.7 0.4 -1.0 0.2 5.0 

2月 -0.8 0.5 -0.6 1.3 2.2 0.1 0.6 1.7 0.4 0.3 -0.8 0.6 3.8 

前 3月 -0.8 0.8 -1.1 1.5 2.6 -0.2 0.6 1.0 1.2 0.2 -0.9 0.9 3.8 

4月 -0.4 0.7 -0.6 3.2 0.9 -0.2 0.4 1.1 1.0 -0.3 -1.4 2.3 4.0 

年 5月 -0.1 0.3 -0.4 3.2 1.3 -0.7 0.6 1.5 0.6 -0.3 -1.3 2.3 3.8 

　 6月 -0.2 -0.1 0.0 3.7 0.4 -0.4 0.6 1.5 0.5 -0.2 -1.1 2.0 4.3 

同 7月 0.7 -0.7 0.7 3.2 0.5 -0.4 0.6 1.7 0.2 0.2 -1.0 2.6 4.0 

8月 0.3 -0.3 0.9 3.4 0.0 -0.3 0.7 1.9 0.2 0.0 -1.3 3.3 

月 9月 -0.1 -0.1 1.0 3.0 0.2 -0.4 1.0 1.9 0.3 -0.6 -0.7 3.5 

10月 0.1 -0.4 1.0 2.8 0.4 0.5 0.1 2.2 -0.2 -0.9 -0.2 4.5 

比 11月 -0.3 0.2 1.1 2.2 0.5 0.9 0.5 1.6 0.1 -1.7 0.7 4.4 

12月 -0.1 -0.1 1.4 2.8 -0.2 0.9 0.7 0.9 0.4 -1.7 0.7 4.7 

（％） 年 平 均 -0.2 0.1 0.2 2.6 0.9 0.0 0.6 1.5 0.5 -0.4 -0.7 2.6 

年 度 平 均 0.1 -0.2 0.7 2.9 0.4 0.2 0.8 1.4 0.3 -0.6 -0.3 3.5 

資料：e-Stat 消費者物価指数（総務省統計局　消費者物価指数調査）
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.2
1
0
2
.9

9
9
.0

3
1
.5

3
2
9
6
,0

6
4

1
0
1
.0

0
.1

1
0
2
.9

9
9
.7

2
5
.5

9

2
6
2
,3

2
5

1
0
0
.0

△
 0

.7
1
0
0
.0

1
0
0
.0

3
1
.1

3
2
9
3
,0

5
6

1
0
0
.0

△
 1

.1
1
0
0
.0

1
0
0
.0

2
5
.2

8

2
6
3
,7

3
9

1
0
0
.5

0
.5

1
0
0
.7

1
0
1
.1

3
1
.2

8
2
9
6
,6

5
2

1
0
1
.2

1
.2

1
0
1
.4

9
9
.8

2
5
.0

5

2
6
7
,4

6
1

1
0
1
.9

1
.4

1
0
0
.8

1
0
2
.0

3
1
.6

0
3
0
3
,4

9
6

1
0
3
.6

2
.4

1
0
2
.0

9
9
.0

2
4
.5

3
4
年

3
月

2
6
7
,5

9
8

1
0
2
.0

1
.2

1
0
1
.2

1
0
0
.4

3
1
.3

2
3
0
3
,9

6
9

1
0
3
.7

2
.2

1
0
2
.9

9
7
.6

2
4
.2

0
4
年

4
月

2
7
0
,8

4
0

1
0
3
.2

1
.3

1
0
4
.7

1
0
1
.6

3
1
.1

8
3
0
7
,9

0
5

1
0
5
.1

2
.5

1
0
6
.1

9
9
.2

2
4
.2

2
4
年

5
月

2
6
6
,0

8
6

1
0
1
.4

1
.4

9
7
.0

1
0
1
.9

3
1
.1

9
3
0
1
,1

9
4

1
0
2
.8

2
.2

9
8
.0

9
9
.3

2
4
.3

3
4
年

6
月

2
6
8
,4

1
1

1
0
2
.3

1
.4

1
0
5
.3

1
0
2
.4

3
1
.5

4
3
0
4
,0

0
7

1
0
3
.7

2
.3

1
0
6
.6

9
9
.5

2
4
.5

6
4
年

7
月

2
6
8
,1

8
5

1
0
2
.2

1
.2

1
0
3
.6

1
0
2
.6

3
1
.5

2
3
0
3
,6

9
9

1
0
3
.6

2
.0

1
0
4
.7

9
9
.5

2
4
.5

6
4
年

8
月

2
6
6
,0

0
4

1
0
1
.4

1
.6

9
7
.9

1
0
2
.5

3
1
.8

5
3
0
1
,8

5
1

1
0
3
.0

2
.3

9
9
.1

9
9
.3

2
4
.7

2
4
年

9
月

2
6
7
,8

9
6

1
0
2
.1

1
.8

1
0
1
.6

1
0
2
.5

3
1
.6

8
3
0
4
,0

3
2

1
0
3
.7

2
.6

1
0
2
.6

9
9
.2

2
4
.5

7
4
年

1
0
月

2
6
8
,7

9
6

1
0
2
.5

1
.5

1
0
1
.6

1
0
2
.7

3
1
.9

2
3
0
5
,3

1
4

1
0
4
.2

2
.3

1
0
2
.9

9
9
.2

2
4
.7

8
4
年

1
1
月

2
6
9
,2

1
5

1
0
2
.6

1
.8

1
0
2
.7

1
0
2
.8

3
1
.9

6
3
0
5
,6

9
8

1
0
4
.3

2
.6

1
0
4
.0

9
9
.3

2
4
.7

0
4
年

1
2
月

2
6
8
,8

4
4

1
0
2
.5

1
.6

1
0
1
.6

1
0
3
.0

3
2
.2

3
3
0
5
,8

9
0

1
0
4
.4

2
.5

1
0
2
.7

9
9
.3

2
4
.8

3
5
年

1
月

2
6
5
,8

7
4

1
0
1
.4

0
.9

9
4
.7

1
0
2
.7

3
2
.0

8
3
0
3
,8

7
4

1
0
3
.7

1
.7

9
6
.7

9
9
.1

2
4
.5

4
5
年

2
月

2
6
6
,1

6
0

1
0
1
.5

0
.9

9
8
.7

1
0
2
.6

3
2
.2

2
3
0
3
,5

2
6

1
0
3
.6

1
.4

9
9
.5

9
8
.9

2
4
.7

1
5
年

3
月

2
6
8
,9

7
9

1
0
2
.5

0
.5

1
0
2
.1

1
0
2
.1

3
2
.2

0
3
0
6
,8

1
9

1
0
4
.7

1
.0

1
0
3
.8

9
8
.2

2
4
.6

5
5
年

4
月

2
7
2
,9

1
8

1
0
4
.0

0
.8

1
0
4
.2

1
0
3
.4

3
1
.6

7
3
1
0
,8

6
7

1
0
6
.1

1
.0

1
0
5
.6

9
9
.9

2
4
.2

9

5
年

5
月

2
7
0
,1

3
2

1
0
3
.0

1
.6

9
8
.9

1
0
3
.7

3
1
.8

1
3
0
7
,6

7
4

1
0
5
.0

2
.1

1
0
0
.4

1
0
0
.1

2
4
.4

1

5
年

6
月

2
7
1
,9

6
8

1
0
3
.7

1
.4

1
0
5
.4

1
0
4
.2

3
2
.0

1
3
0
9
,4

9
5

1
0
5
.6

1
.8

1
0
6
.6

1
0
0
.1

2
4
.6

6

注
 ：

 「
き

ま
っ

て
支

給
す

る
給

与
」

と
は

、
基

本
給

、
諸

手
当

を
含

み
「

所
定

内
給

与
」

と
「

所
定

外
給

与
」

の
合

計
。

　
各

「
指

数
」

は
令

和
２

年
を

1
0

0
と

し
た

も
の

。
　

△
は

－
(ﾏ

ｲ
ﾅ
ｽ
)を

表
す

。

資
料

出
所

：
厚

生
労

働
省

　
毎

月
勤

労
統

計
調

査
（

令
和

5
年

6
月

分
結

果
確

報
よ

り
）

令
和

 ４
 年

令
和

 元
 年

令
和

 ２
 年

分

常
用

労
働

者
平

均
（

事
業

所
規

模
5

人
以

上
）

常
用

労
働

者
平

均
（

事
業

所
規

模
3

0
人

以
上

）

き
ま

っ
て

支
給

す
る

給
与

労
働

者
き

ま
っ

て
支

給
す

る
給

与
労

働
者

令
和

 ３
 年

区

-31-
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毎
月

勤
労

統
計

（
全

国
）

所
定

内
給

与
関

係
時

系
列

表

労
働

時
間

労
働

時
間

所
定

内
給

与
額

所
 定

 内
給

与
指

数
令

和
２

年
=
1

0
0

前
年

比

所
　

定
　

内
労

働
時

間
指

数
令

和
２

年
＝

１
０

０

常
　

　
用

雇
用

指
数

令
和

２
年

＝
１

０
０

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
比

率
（

％
）

所
定

内
給

与
額

所
 定

 内
給

与
指

数
令

和
２

年
=
1

0
0

前
年

比

所
　

定
　

内
労

働
時

間
指

数
令

和
２

年
＝

１
０

０

常
用

雇
用

指
　

　
数

令
和

２
年

＝
１

０
０

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
比

率
（

％
）

2
4
4
,4

3
2

9
9
.8

△
 0

.1
1
0
2
.0

9
9
.0

3
1
.5

3
2
7
0
,8

4
7

9
9
.9

0
.1

1
0
1
.9

9
9
.7

2
5
.5

9

2
4
4
,9

6
8

1
0
0
.0

0
.2

1
0
0
.0

1
0
0
.0

3
1
.1

3
2
7
1
,0

2
5

1
0
0
.0

0
.1

1
0
0
.0

1
0
0
.0

2
5
.2

8

2
4
5
,7

0
9

1
0
0
.3

0
.3

1
0
0
.4

1
0
1
.1

3
1
.2

8
2
7
3
,1

8
6

1
0
0
.8

0
.8

1
0
0
.9

9
9
.8

2
5
.0

5

2
4
8
,5

2
9

1
0
1
.4

1
.1

1
0
0
.1

1
0
2
.0

3
1
.6

0
2
7
8
,6

8
7

1
0
2
.8

2
.0

1
0
1
.1

9
9
.0

2
4
.5

3

4
年

3
月

2
4
8
,4

9
1

1
0
1
.4

1
.0

1
0
0
.3

1
0
0
.4

3
1
.3

2
2
7
8
,9

3
3

1
0
2
.9

1
.9

1
0
1
.8

9
7
.6

2
4
.2

0

4
年

4
月

2
5
1
,0

7
6

1
0
2
.5

1
.0

1
0
3
.9

1
0
1
.6

3
1
.1

8
2
8
1
,8

6
5

1
0
4
.0

2
.2

1
0
5
.0

9
9
.2

2
4
.2

2

4
年

5
月

2
4
7
,7

8
0

1
0
1
.1

1
.1

9
6
.4

1
0
1
.9

3
1
.1

9
2
7
7
,2

0
1

1
0
2
.3

1
.9

9
7
.1

9
9
.3

2
4
.3

3

4
年

6
月

2
5
0
,1

5
8

1
0
2
.1

1
.1

1
0
5
.0

1
0
2
.4

3
1
.5

4
2
8
0
,0

0
2

1
0
3
.3

2
.1

1
0
6
.1

9
9
.5

2
4
.5

6

4
年

7
月

2
4
9
,2

2
1

1
0
1
.7

0
.9

1
0
3
.0

1
0
2
.6

3
1
.5

2
2
7
9
,0

6
6

1
0
3
.0

1
.9

1
0
4
.1

9
9
.5

2
4
.5

6

4
年

8
月

2
4
7
,5

6
8

1
0
1
.1

1
.5

9
7
.5

1
0
2
.5

3
1
.8

5
2
7
7
,6

7
7

1
0
2
.5

2
.2

9
8
.6

9
9
.3

2
4
.7

2

4
年

9
月

2
4
9
,2

2
3

1
0
1
.7

1
.4

1
0
0
.9

1
0
2
.5

3
1
.6

8
2
7
9
,6

9
5

1
0
3
.2

2
.2

1
0
1
.7

9
9
.2

2
4
.5

7

4
年

1
0
月

2
4
9
,3

0
6

1
0
1
.8

1
.0

1
0
0
.7

1
0
2
.7

3
1
.9

2
2
7
9
,8

7
4

1
0
3
.3

1
.8

1
0
1
.8

9
9
.2

2
4
.7

8

4
年

1
1
月

2
4
9
,6

1
0

1
0
1
.9

1
.5

1
0
1
.8

1
0
2
.8

3
1
.9

6
2
8
0
,0

4
1

1
0
3
.3

2
.2

1
0
2
.9

9
9
.3

2
4
.7

0

4
年

1
2
月

2
4
9
,2

0
2

1
0
1
.7

1
.4

1
0
0
.6

1
0
3
.0

3
2
.2

3
2
8
0
,0

5
1

1
0
3
.3

2
.3

1
0
1
.5

9
9
.3

2
4
.8

3

5
年

1
月

2
4
7
,3

4
9

1
0
1
.0

0
.9

9
4
.0

1
0
2
.7

3
2
.0

8
2
7
9
,4

8
5

1
0
3
.1

1
.7

9
5
.6

9
9
.1

2
4
.5

4

5
年

2
月

2
4
7
,4

4
2

1
0
1
.0

0
.8

9
7
.9

1
0
2
.6

3
2
.2

2
2
7
9
,0

5
7

1
0
3
.0

1
.5

9
8
.5

9
8
.9

2
4
.7

1

5
年

3
月

2
4
9
,6

4
6

1
0
1
.9

0
.5

1
0
1
.3

1
0
2
.1

3
2
.2

0
2
8
1
,6

2
0

1
0
3
.9

1
.0

1
0
2
.9

9
8
.2

2
4
.6

5

5
年

4
月

2
5
3
,2

8
4

1
0
3
.4

0
.9

1
0
3
.5

1
0
3
.4

3
1
.6

7
2
8
5
,1

2
0

1
0
5
.2

1
.2

1
0
4
.7

9
9
.9

2
4
.2

9

5
年

5
月

2
5
1
,7

2
9

1
0
2
.8

1
.7

9
8
.4

1
0
3
.7

3
1
.8

1
2
8
3
,5

0
0

1
0
4
.6

2
.2

9
9
.7

1
0
0
.1

2
4
.4

1

5
年

6
月

2
5
3
,3

6
0

1
0
3
.4

1
.3

1
0
5
.2

1
0
4
.2

3
2
.0

1
2
8
5
,2

1
1

1
0
5
.2

1
.8

1
0
6
.3

1
0
0
.1

2
4
.6

6

注
 ：

 「
所

定
内

給
与

」
と

は
、

「
き

ま
っ

て
支

給
す

る
給

与
」

か
ら

「
所

定
外

給
与

（
時

間
外

勤
務

手
当

等
）

」
を

差
し

引
い

た
も

の
。

　
各

「
指

数
」

は
令

和
２

年
を

1
0

0
と

し
た

も
の

。
　

△
は

－
(ﾏ

ｲ
ﾅ
ｽ
)を

表
す

。

資
料

出
所

：
厚

生
労

働
省

　
毎

月
勤

労
統

計
調

査
（

令
和

5
年

6
月

分
結

果
確

報
よ

り
）

分

常
用

労
働

者
平

均
（

事
業

所
規

模
5

人
以

上
）

常
用

労
働

者
平

均
（

事
業

所
規

模
3

0
人

以
上

）

所
定

内
給

与
労

働
者

所
定

内
給

与
労

働
者

令
和

 ４
 年

区

令
和

 ３
 年

令
和

 元
 年

令
和

 ２
 年

-32-



毎
月

勤
労

統
計

（
鳥

取
県

）
き

ま
っ

て
支

給
す

る
給

与
関

係
時

系
列

表

労
働

時
間

労
働

時
間

き
ま

っ
て

支
給

す
る

給
与

額

き
ま

っ
て

支
給

す
る

給
与

指
数

令
和

２
年

=
1

0
0

前
年

比
＊

格
　

　
差

(全
国

=
1

0
0

)

総
実

労
働

時
間

指
数

令
和

２
年

＝
１

０
０

常
用

雇
用

指
　

　
数

令
和

２
年

＝
１

０
０

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
比

率
（

％
）

き
ま

っ
て

支
給

す
る

給
与

額

き
ま

っ
て

支
給

す
る

給
与

指
数

令
和

２
年

=
1

0
0

前
年

比
＊

格
　

　
差

(全
国

=
1

0
0

)

総
実

労
働

時
間

指
数

令
和

２
年

＝
１

０
０

常
用

雇
用

指
　

　
数

令
和

２
年

＝
１

０
０

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
比

率
（

％
）

2
2
5
,0

4
0

1
0
0
.2

△
 2

.1
8
5
.2

1
0
2
.6

1
0
0
.0

2
7
.5

2
4
4
,3

1
9

9
9
.5

△
 2

.7
8
2
.5

1
0
3
.3

9
9
.0

2
3
.0

2
2
4
,5

7
1

1
0
0
.0

△
 0

.2
8
5
.6

1
0
0
.0

1
0
0
.0

2
6
.6

2
4
5
,5

0
4

1
0
0
.0

0
.4

8
3
.8

1
0
0
.0

1
0
0
.0

2
1
.5

2
2
5
,6

9
6

1
0
0
.5

0
.5

8
5
.6

1
0
0
.8

1
0
1
.1

2
6
.1

2
4
5
,0

8
7

9
9
.8

△
 0

.1
8
2
.6

1
0
0
.4

9
9
.5

2
1
.6

2
2
8
,5

0
7

1
0
1
.7

1
.2

8
5
.4

1
0
0
.6

1
0
2
.7

2
6
.2

2
4
7
,0

5
8

1
0
0
.6

0
.8

8
1
.4

9
9
.8

1
0
1
.1

2
2
.7

4
年

3
月

2
2
8
,7

0
1

1
0
1
.8

1
.6

8
5
.5

1
0
1
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新規求人数は卸・小売等で増。製造業等で減。

「有効求人倍率は1.35倍（季調値）」（前月より0.09ポイント低下）１ 県内概況

最近の雇用失業情勢（令和5年7月の内容）

公表：令和5年8月29日（火） ［お問い合わせ］鳥取労働局：職業安定部
地方労働市場情報官 濱田Tel.0857-29-1707

「雇用情勢は、改善の動きがやや弱まっている。物価上昇等の影響に
十分注意する必要がある。」
有効求人倍率は前月より0.09ポイント低下。

［概況］

［判断根拠］

［基調判断］ 《下方修正》

２ 各指標の動向

［新規求人数］

［産業分類別］

大部分の産業において、求人数が対前年度比で減少している。特に、
製造業については減少が継続しており、その落ち幅も大きいため。

当月：4,540人 製造業の減員等により－657人（前年同月12.6%減）

［地域別求人倍率］
【鳥取所】当月：1.15倍 前年同月：－0.27P
【米子所】当月：1.54倍 前年同月：同水準
【倉吉所】当月：1.52倍 前年同月：－0.21P

〇「増」（対前年同月比）
【卸売・小売業】当月：664人 前年同月：＋31人

〇「減」（対前年同月比）
【製造業】当月：527人 前年同月：－177人
【サービス業】当月：508人 前年同月：－151人
【宿泊・飲食サービス業】当月：403人 前年同月：－109人
【建設業】当月：399人 前年同月：－98人
【医療・福祉業】当月：927人 前年同月：－85人

［新規求職者数］ 当月：1,798人 （前年同月5.5%増）

［正社員関連］ 有効求人倍率 1.15倍（28か月ぶりに前年同月を下回る）
→全国指標1.01倍（26か月連続で前年同月を上回る）
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○一致指数は単月、3か月平均ともに前月比マイナスが続く

POINT

○大型小売店＝百貨店は前年比マイナスとなるも、スーパーはプラス
○ホームセンター・家電量販店＝ホームセンター、家電ともに前年比マイナスが続く
○乗用車＝軽自動車が前年比マイナスとなるも、登録車は大幅なプラス

POINT

○住宅投資＝単月は前年比マイナスとなるも、3か月平均はプラス
○設備投資＝単月、3か月平均ともに前年比プラス
○公共投資＝単月、年度累計ともに前年比プラス

POINT

○鉱工業生産＝生産指数は小幅ながら2か月ぶりの前月比プラス

POINT

○求人＝新規求人倍率、有効求人倍率ともに前月比マイナス
○所定外労働＝全産業、製造業ともに前年比マイナスが続く

Monthly Economic Report of Tottori Prefecture　　

令和5年
令和5年9月1日公表

9

Assessment of the Economy　

■令和5年6月～7月の主要指標をもとに

先行き
○先行指数は単月で上振れるも、3か月平均はマイナスが続く
○景気の先行きも厳しい

基調判断

変化の方向

持ち直しの動きに足踏みが見られる

POINT

6月
○足元で雇用面などの指標が下振れ、基調としては足踏みが続く

分野別の動向

変化の方向

緩やかに持ち直している

消費

持ち直しつつある

投資

問
合
せ

《 鳥取県総務部統計課分析担当 》
電話 0857-26-7104 ／　ファクシミリ 0857-23-5033 ／　メールアドレス toukei@pref.tottori.lg.jp

URL https://www.pref.tottori.lg.jp/keizaidoukou/

持ち直しつつある

生産
・基調：全体の基調としては持ち直しつつある
・先行き：持ち直しの動きが見込まれる

弱めの動きが見られる

雇用

月号

p.2

p.4

p.6

p.8

p.9

鳥取県の経済動向
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統計表p.10

■景気動向指数（ＣＩ＝コンポジット・インデックス、平成27年=100）

結果概要

景気の足元

結果概要

景気の先行き

1月 2月 3月 4月 5月 6月

86.9 93.6 93.1 93.3 90.1 89.1

前月差 ▲ 5.8 6.7 ▲ 0.5 0.2 ▲ 3.2 ▲ 1.0

91.2 91.1 91.2 93.3 92.2 90.8

前月差 ▲ 2.9 ▲ 0.1 0.1 2.1 ▲ 1.1 ▲ 1.4

101.1 99.5 102.0 96.5 93.9 98.8

前月差 ▲ 12.5 ▲ 1.6 2.5 ▲ 5.5 ▲ 2.6 4.9

109.5 104.7 100.9 99.3 97.5 96.4

前月差 ▲ 3.1 ▲ 4.8 ▲ 3.8 ▲ 1.6 ▲ 1.8 ▲ 1.1

基調判断 持ち直しの動きに足踏みが見られる

Assessment of the Economy

一致指数

先行指数

足元で雇用面などの指標が下振れ、一致指数は単月、3か月平均ともに前月比マイナスが続く。

景気の基調としては足踏みが続く。先行指数は単月で上振れるも、3か月平均はマイナスが続き、

景気の先行きも厳しい。

景気動向 一致指数は単月、3か月平均ともに前月比マイナスが続く

3か月平均
CI先行指数

原指数

3か月平均
CI一致指数

原指数

令和5年
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○6月のＣＩ一致指数は、89.1

○2か月連続の前月比マイナス

○3か月平均値は、2か月連続のマイナス

○構成する指標の主な動き

• 7指標のうち3指標が改善、4指標が悪化

• 改善した指標：製造工業生産指数、人件費率、輸

入通関実績（2か月連続）

• 悪化した指標：有効求人倍率、就職率、所定外労

働時間指数（2か月連続）、実質百貨店販売額（2

か月連続）

○令和4年1月頃から持ち直しの動きが見られた景気の

基調は、令和4年秋頃から足踏み

○雇用面などの指標が下振れ、基調としては足踏みが

続く

○6月のCI先行指数は、98.8

○3か月ぶりの前月比プラス

○3か月平均値は、14か月連続のマイナス

○構成する指標の主な動き

• 6指標のうち4指標が改善、2指標が悪化

• 改善した指標：生産財生産指数、日経商品指数、

民間金融貸出残高（2か月連続）、信用保証申込

額

• 悪化した指標：新規求人数、新設住宅着工戸数

○先行指数は単月で上振れるも、3か月平均は前月比

マイナスが続き、景気の先行きも厳しい
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【参考１】　ＣＩ一致指数長期時系列（コンポジット・インデックス、平成27年=100）

【参考２】　ＤＩ指数（ディフュージョン・インデックス）

6月は28.6（2か月連続の50割れ）、7か月平均では42.9（5か月連続の50割れ）

6月は33.3（9か月連続の50割れ）、7か月平均では28.6（8か月連続の50割れ）

1月 2月 3月 4月 5月 6月

14.3 42.9 71.4 57.1 42.9 28.6

52.0 44.9 44.9 44.9 42.9 42.9

25.0 16.7 16.7 33.3 41.7 33.3

42.8 38.1 30.9 27.4 28.6 28.6

一致指数（7指標） 先行指数（6指標）

1　有効求人倍率（除学卒、一般） 1　新規求人数（除学卒、一般）

2　就職率（除学卒、一般） 2　生産財生産指数　

3　所定外労働時間指数（製造業） 3　日経商品指数（42種、前年同月比）

4　製造工業生産指数 4　新設住宅着工戸数

5　実質百貨店販売額（前年同月比） 5　民間金融貸出残高（前年同月比）

6　人件費率（製造業）【逆】 6　信用保証申込額【逆】

7　輸入通関実績

※【逆】は逆サイクル指標（増加→悪化、減少→改善とみなす指標）

※製造業の指標は従業者規模30人以上の事業所が対象

指標解説

原指数

7か月平均

原指数

7か月平均

ＤＩ一致指数

ＤＩ先行指数

令和5年

※ＤＩ指数＝3か月前と比較して改善した指標の数÷採用された指標の数

一致指数 先行指数

【先行指数】

【一致指数】
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景気後退期

景気の動きを把握するために様々な指標を統合して算出す
る指数。景気変動の大きさやテンポを示すCI（コンポジット・イン
デックス）と、波及度合いを示すDI（ディフュージョン・インデック
ス）があり、それぞれ景気に先行して動く先行指数、同時に動く
一致指数、遅れて動く遅行指数の3種の指数で構成される。
本誌では、平成２４年４月公表分から、それまでのＤＩに代わり
ＣＩを主体に鳥取県の景気の基調判断を行っている。また、平
成28年11月号から、一部採用指標の入替えなどを行って改定
した新しいCI・DIを公表している。現行の採用指標は、一致指
数が7指標、先行指数が6指標（右表参照）、遅行指数が5指標
である。

景気動向指数

山 H18.5 谷 H21.3
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原指数

7か月平均

山 H23.4 谷 H24.7 山 H30.7 谷 R2.6
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統計表p.11

■大型小売店販売額（前年同月比、％）

結果概要

要因・先行き

■百貨店販売額（前年同月比、％） ■スーパー販売額（前年同月比、％）

1月 2月 3月 4月 5月 6月

販売額 4,749 4,309 4,715 4,589 4,620 4,571

前年同月比 4.5 13.3 4.8 8.6 4.3 1.1

販売額 977 945 1,166 1,028 942 1,072

前年同月比 ▲ 5.9 11.4 2.8 11.3 0.8 ▲ 3.9

販売額 3,772 3,364 3,549 3,561 3,678 3,500

前年同月比 7.6 13.8 5.5 7.8 5.3 2.7

1 大型小売店 百貨店は前年比マイナスとなるも、スーパーはプラス

消費 緩やかに持ち直している

Personal Consumption 大型小売店は、百貨店が前年同月比マイナスに振れるも、スーパーはプラス。ホームセンター・家

電量販店は依然としてマイナスが続く。乗用車は、軽自動車がマイナスとなるも、登録車はプラス

が続く。消費全体としては緩やかに持ち直している。先行きは持ち直しの動きが見込まれる。

合計

百貨店

スーパー

全体

業態別

指標解説 単位：百万円、％

令和5年
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大型小売店販売額

百貨店とスーパーの販売額で構成
される個人消費の指標。景気への感
度が高いため消費動向の分析に広く
活用されている。
集計には全店舗を合計する方法
（店舗調整前＝全店舗ベース）と、出
店・閉店の影響を除き、比較対象時
点の店舗構成を同じにしてカウントす
る方法（店舗調整後＝既存店ベー
ス）がある。本ページでは、前者に基
づいた図表を掲載している。

○全体

• 6月は46億円、前年同月比1.1％増（14か月連続）

• 10品目中3品目でプラス

○百貨店

• 11億円、同3.9％減（5か月ぶり）

• 飲食料品などを除く10品目中6品目でマイナス

○スーパー

• 35億円、同2.7％増（14か月連続）

• その他の商品などを除く8品目中4品目でプラス

○6月の要因

• 百貨店：飲食料品が引き続き好調も、主力の婦

人・子供服など多くの品目でマイナスとなる

• スーパー：主力の飲食料品が押し上げる

○基調・先行き

• 一部で下振れるも、基調としては着実に持ち直し

ている

• 先行きは、持ち直しが見込まれる
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統計表p.11

■ホームセンター・家電量販店販売額（前年同月比、％）

結果概要

要因・先行き

1月 2月 3月 4月 5月 6月

合計 ▲ 5.2 4.7 ▲ 3.3 ▲ 3.0 ▲ 6.6 ▲ 10.1

ホームセンター ▲ 1.5 4.7 ▲ 0.7 ▲ 4.2 ▲ 6.4 ▲ 4.4

家電量販店 ▲ 8.3 4.7 ▲ 5.8 ▲ 1.2 ▲ 7.0 ▲ 16.2

統計表p.12

■乗用車新車新規登録台数（前年同月比、％）

結果概要

要因・先行き

2月 3月 4月 5月 6月 7月

合計 24.0 20.6 8.3 27.2 20.8 8.6

登録車 55.8 28.6 12.5 32.9 34.6 22.2

軽自動車 ▲ 3.3 9.6 4.0 21.3 6.8 ▲ 7.3

令和5年

指標解説

2 ホームセンター・家電量販店 ホームセンター、家電ともに前年比マイナスが続く

指標解説

3 軽自動車が前年比マイナスとなるも、登録車は大幅なプラス乗用車

令和5年
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ホームセンター

家電

ホームセンター・家電量販店販売額

家庭用品を中心に住関連の商品を幅広く取
り扱うホームセンターと家電製品の量販店の
販売額。大型小売店販売額が主に「衣」と
「食」の消費を反映するのに対し、この指標は
「住」の消費動向をとらえるカギとなる。
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合計

登録車

軽自動車

乗用車新車登録台数

購入後に車両登録された新車のうち、「乗用
車」の台数。普通車・小型車は運輸支局で登
録されるため「登録車」と呼ばれ、専門の検査
協会で登録される軽自動車と区別する。

耐久消費財の中でも高額な乗用車は、需要

が景気動向に左右されやすいため、消費関

連の景気指標として有効とされる。

全体

• 6月は25億円、前年同月比10.1％減（4か月連続）

○業態別

• ホームセンター：14億円、同4.4％減（4か月連続）

• 家電：11億円、同16.2％減（4か月連続）

○6月の要因

• ホームセンター：マスクなど医療衛生用品が低調

• 家電：巣ごもり需要が一巡したことを背景に、テレ

ビやDVDなどの映像家電が低調

○基調・先行き

• 足元でマイナス幅が拡大し、基調としては弱めの

動きが見られる

• 先行きは、日用品などの価格上昇の影響もあり、

弱めの動きが見込まれる

○全体

• 7月は1,734台、前年同月比8.6％増

• 11か月連続のプラス

○車種別

• 登録車：22.2％増（7か月連続：普通車30.5％増、小

型車11.1％増）

• 軽自動車：7.3％減（5か月ぶり）

○7月の要因

• 半導体不足が解消しつつあり、全体としては前年

同月比プラスが続く

• 一部新車効果もあり、登録車はプラスが続く

○基調・先行き

• 基調としては着実に持ち直している

• 先行きは、持ち直しが見込まれる
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統計表p.13

■新設住宅着工戸数（3か月平均、前年同月比、％）

結果概要

要因・先行き

■持家系（3か月平均、前年同月比、％） ■貸家系（3か月平均、前年同月比、％）

2月 3月 4月 5月 6月 7月

原数値 ▲ 17.3 ▲ 34.9 5.7 43.8 12.6 ▲ 25.4

3か月平均 4.9 ▲ 13.2 ▲ 17.2 ▲ 0.8 19.3 6.2

原数値 ▲ 9.4 ▲ 15.7 11.5 17.4 20.5 ▲ 16.5

3か月平均 13.1 6.8 ▲ 4.2 3.8 16.6 6.5

原数値 ▲ 36.8 ▲ 59.7 ▲ 11.1 119.6 ▲ 17.0 ▲ 43.0

3か月平均 ▲ 25.7 ▲ 54.2 ▲ 42.6 ▲ 10.0 27.9 5.6

総数

持家系

貸家系

全体

利用関係別

指標解説 ※7月分は県統計課による速報値。

令和5年

1 住宅投資 単月は前年比マイナスとなるも、3か月平均はプラス

投資 持ち直しつつある

Investment 住宅投資は、単月で前年同月比マイナスとなるも、3か月平均はプラスを維持。設備投資は、単

月、3か月平均ともにプラス。公共投資は、県などが下振れるも、市町村が大幅に上振れ、プラスが

続く。全体の基調としては、持ち直しつつある。先行きは持ち直しの動きが見込まれる。

大型小売店販売額
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床面積10平方メートル以上の住宅
の着工数。持家と分譲住宅からなる
「持家系」とアパートなどの貸家と給
与住宅の合計である「貸家系」に区
分して集計される。
住宅は設備や部品が多く、関連産
業のすそ野が広い。また、住宅購入と
同時に家具や自動車、家電製品も買
うことが多いため、国内需要への影響
が大きく、景気や金利にも左右される
ことから、景気動向の先行指標として
使われる。

新設住宅着工戸数

○着工総数

• 7月は191戸、前年同月比25.4％減

• 4か月ぶりのマイナス

• 3か月平均は6.2％増（2か月連続）

• 床面積は同25.6％減（3か月ぶり）

○各種別の動き

• 持家系（持家・分譲住宅）は142戸、同16.5％減

• 貸家系（貸家・給与住宅）は49戸、同43.0％減

○7月の要因

• 持家系は、一部の市を除き、全体的に低調

• 貸家系は、倉吉市などが上振れるも、米子市が押

し下げる

○基調・先行き

• 単月で下振れるも、基調としてはなお持ち直しつつ

ある

• 先行きは、持ち直しの動きが見込まれる
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統計表p.14

■用途別着工建築物工事金額（総額、3か月平均、前年同月比、％）

結果概要

要因・先行き

2月 3月 4月 5月 6月 7月

原数値 ▲ 61.6 504.0 193.0 102.4 ▲ 16.5 79.8

3か月平均 ▲ 39.8 29.4 121.2 228.5 122.4 41.7

統計表p.15

■公共工事請負金額（月別保証請負金額の累計、億円）

結果概要

要因・先行き

2月 3月 4月 5月 6月 7月

月額 37 101 112 46 91 107

前年比（％） ▲ 35.0 42.1 14.7 0.0 4.4 28.6

年度累計額 676 777 112 158 249 356

前年比（％） ▲ 24.5 ▲ 19.6 14.7 10.0 7.9 13.4

指標解説 ※7月分は県統計課による速報値。

2 設備投資 単月、3か月平均ともに前年比プラス

令和5年

令和5年

指標解説

3 公共投資 単月、年度累計ともに前年比プラス
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用途別着工建築物工事金額

工事に着手した新築、増築又は改築に係る
床面積が10平方メートルを超える建築物の工
事金額。製造業、卸売・小売業などの用途別
に集計され、民間企業を中心とした設備投資
の動向を知る有力な手がかりとなる。
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公共工事請負金額

西日本建設業保証株式会社が請負業者と
前払金の保証契約を結んだ公共工事の請負
金額を集計したもの。発注のほとんどをカバー
するため、公共工事の発注動向をとらえる指
標として利用されている。請負契約と保証契
約にはおおむね半月以内のタイムラグがあ
る。

○工事総額

• 7月は15億円、前年同月比79.8％増

• 2か月ぶりのプラス

• 3か月平均は同41.7％増（5か月連続）

○主な用途別の動向（前年同月比）

• 製造業315.6％増、卸売・小売業90.7％増、医療・

福祉211.7％増、その他サービス業48.9％増

○7月の要因

• 低調だった前年の反動増もあり、卸売・小売業、医

療・福祉などが大きく押し上げる

• 主な工事：卸売・小売業用建築物新築（鳥取市）、

医療・福祉用建築物新築（鳥取市）

○基調・先行き

• 基調としては持ち直している

• 先行きは、持ち直しが見込まれる

○7月の公共工事の発注

• 発注件数184件、前年同月比36.3％増

• 請負金額107億円、同28.6％増

○発注者別請負金額（対前年比）

• 国7.7％増、県18.2％減、市町村302.1％増 など

○主な大型工事（発注者別）

• 倉吉市：倉吉市防災行政無線更新工事

• 境港管理組合：境港外港昭和南地区荷役機械製

作据付工事

• 中国地方整備局：令和4年度北条道路北条高架橋

第4ＰＣ上部工事、令和4年度鳥取管内西部維持

工事

○7月の要因

• 県などが下振れるも、市町村が大幅に上振れる

○基調・先行き

• 基調としては、持ち直しの動きが強まる

• 先行きは、持ち直しの動きが見込まれる
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統計表p.16

■鉱工業指数（季節調整済、平成27年=100）

結果概要

要因

基調・先行き

1月 2月 3月 4月 5月 6月

生産指数 87.9 91.7 96.8 98.9 93.9 94.6

前月比 ▲ 7.2 4.3 5.6 2.2 ▲ 5.1 0.7

出荷指数 94.3 98.1 103.2 103.6 96.4 97.9

前月比 ▲ 7.6 4.0 5.2 0.4 ▲ 6.9 1.6

在庫指数 131.4 129.2 129.4 131.0 133.9 128.7

前月比 ▲ 2.7 ▲ 1.7 0.2 1.2 2.2 ▲ 3.9

生産指数 70.6 79.8 85.4 87.9 72.7 72.6

前月比 ▲ 27.4 13.0 7.0 2.9 ▲ 17.3 ▲ 0.1

生産指数 91.3 93.5 99.8 84.9 81.2 92.0

前月比 18.6 2.4 6.7 ▲ 14.9 ▲ 4.4 13.3

生産指数 90.4 108.1 102.0 102.5 110.2 112.0

前月比 ▲ 7.3 19.6 ▲ 5.6 0.5 7.5 1.6

生産指数 100.5 89.9 95.0 101.9 107.0 105.6

前月比 ▲ 0.3 ▲ 10.5 5.7 7.3 5.0 ▲ 1.3

パルプ・紙
・紙加工品

主要業種（生産指数）

電気・情報
通信機械

※前月比の単位：％指標解説

食料品・
たばこ

電子部品・
ﾃﾞﾊﾞｲｽ

全体（生産・出荷・在庫指数）

全体

金属製品工業などが下振れるも、汎用・生産用・業務用機械工業などが押し上げ、生産指数は小

幅ながら2か月ぶりの前月比プラスとなる。全体の基調としては持ち直しつつある。先行きは、持ち

直しの動きが見込まれる。

生産指数は小幅ながら2か月ぶりの前月比プラス

令和5年

生産 持ち直しつつある

Production

鉱工業指数
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生産
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鉱工業生産指数

鉱業または製造業に属する企業の
生産活動状況を示すものとして作成
されている。
鉱工業は国内総生産に占める割合
が高く、経済全体に及ぼす影響も大
きいことから、経済分析上重要な指
標となっている。

また、ＧＤＰなどと比べて速報性が

あることから景況感をはかる指標とし

ても重視されている。

生産指数とあわせて、「出荷」、「在
庫」などの指数も発表される。
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電子部品・デバイス 電気・情報通信機械

食料品・たばこ パルプ・紙・紙加工品

○全体（6月）

• 生産指数94.6、前月比0.7％上昇

• 出荷指数97.9、同1.6％上昇

• 在庫指数128.7、同3.9％低下

○主要業種（生産指数）

• 電子部品・デバイス：同0.1％低下

• 電気・情報通信機械：同13.3％上昇

• 食料品・たばこ：同1.6％上昇

• パルプ・紙・紙加工品：同1.3％低下

○電子部品・デバイス

• 電子・通信機器用部分品などが上振れるも、コネ

クタ・スイッチ・リレー、その他の電子部品、中・小

型液晶素子などが下振れる

○電気・情報通信機械

• 民生用電気機械器具、開閉制御装置などが押し

上げる

○食料品・たばこ

• 健康食品、ブロイラー加工品などが上振れる

○パルプ・紙・紙加工品

• 工業用雑種紙が上振れるも、印刷用紙、板紙など

が下振れる

○その他

• 汎用・生産用・業務用機械：金型などが下振れる

も、産業用ロボットなどが押し上げる

• 金属製品：建築用金属製品、建設用金属製品など

が下振れる

○基調

• 全体の基調としては持ち直しつつある

○先行き

• 持ち直しの動きが見込まれる
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統計表p.17

■新規求人倍率・有効求人倍率（季節調整済）

結果概要

要因・先行き

2月 3月 4月 5月 6月 7月

新規求人倍率 2.56 2.80 2.39 2.47 2.80 2.24

前月差 ▲ 0.12 0.24 ▲ 0.41 0.08 0.33 ▲ 0.56

有効求人倍率 1.51 1.51 1.49 1.44 1.44 1.35

前月差 ▲ 0.03 0.00 ▲ 0.02 ▲ 0.05 0.00 ▲ 0.09

統計表p.17

■所定外労働時間

結果概要

要因・先行き

1月 2月 3月 4月 5月 6月

調査産業計
（1人当たり時間）

9.5 9.6 13.7 9.7 8.7 9.2

労働時間指数の
前年同月比（％）

▲ 3.1 0.0 ▲ 13.0 ▲ 8.5 ▲ 4.3 ▲ 5.1

うち製造業（％） ▲ 11.5 ▲ 11.5 ▲ 17.2 ▲ 3.0 ▲ 5.3 ▲ 9.9

指標解説 令和5年

雇用 弱めの動きが見られる

Employment

1

2 所定外労働

（事業所規模30人以上、令和2年＝100とした労働時間指数の前年同月比、％）

全産業、製造業ともに前年比マイナスが続く

令和5年指標解説

求　　人 新規求人倍率、有効求人倍率ともに前月比マイナス

足元で新規求人倍率・有効求人倍率はともに下向き、所定外労働時間は、全産業、製造業ともに

前年同月比マイナスが続く。基調としては、弱めの動きが見られる。先行きも弱めの動きが見込ま

れる。
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新規求人倍率は、求職者１人に対しど
れだけの求人数があるかを示す指標。
有効求人倍率は、新規求人数に前月
からの繰越求人数を加えた有効求人数
と、新規求職者数に前月からの繰越求
職者数を加えた有効求職者数から算出
される。
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調査産業計

製造業

所定外労働時間

労働協約や就業規則で定められた所
定内労働時間を超えた労働時間。製造
業では景気動向の影響を受けやすい。
調査対象事業所は、毎年1月分調査
時に3分の1ずつ入れ替えられる。

○新規求人倍率

• 7月は2.24倍、前月から0.56ポイント低下（3か月ぶり）

○有効求人倍率

• 7月は1.35倍、前月から0.09ポイント低下（2か月ぶり）

○7月の要因（新規求人倍率）

• 季節調整値では、求職者数が前月比プラスとな

り、求人数はマイナスとなる

• 原数値では、求人数は、製造業やサービス業など

多くの業種で前年同月比マイナス、求職者数はプ

ラス

○基調・先行き

• 足元で下向き、基調としては弱めの動きとなってい

る

• 先行きは弱めの動きが見込まれる

○全産業

• 6月は9.2時間

• 労働時間指数は前年同月比5.1％減（4か月連続）

○製造業 同9.9％減（6か月連続）

○6月の要因（製造業）
• 引き続き、パルプ・紙、鉄鋼などが大幅な前年同
月比マイナス

○基調・先行き（製造業）
• 令和5年1月頃から前年同月比マイナス基調で推
移

• 生産面で持ち直しつつあるも、先行きにはなお厳
しさも
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令和5年7月26日

財務省中国財務局
鳥取財務事務所

お問い合わせ先

鳥取財務事務所　財務課長　澤田

電話 0857-26-2295

鳥 取 県 内 の 経 済 情 勢
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1 
 

１．総論 

【総括判断】「県内経済は、持ち直している」 
 

項 目 前回（５年４月判断） 今回（５年７月判断） 
前回 
比較 

総括判断 
一部に弱さがみられるものの、 
持ち直しつつある 

持ち直している 
 

（注）５年７月判断は、前回４月判断以降、足下の状況までを含めた期間で判断している。 

（判断の要点） 

雇用情勢は横ばいの状況にあるものの、生産活動は持ち直しつつあり、個人消費は持ち直している。 

 

【各項目の判断】 

項 目 前回（５年４月判断） 今回（５年７月判断） 
前回 
比較 

 

個人消費 持ち直しつつある 持ち直している 
 

生産活動 足踏みの状況にある 持ち直しつつある 
 

雇用情勢 持ち直している 横ばいの状況にある 
 

 

設備投資 ４年度は前年度を上回る見込み ５年度は前年度を上回る見込み  

企業収益 ４年度は増益見込み ５年度は減益見込み 
 

住宅建設 前年を上回る 前年を下回る 
 

公共事業 前年度を下回る 前年度を上回る 
 

 

【先行き】 

先行きについては、経済活動が本格的に再開する中、各種政策の効果もあって、景気が持ち直していく

ことが期待される。ただし、海外景気の下振れや、電気代をはじめとした物価上昇等、景気の下振れリス

クに十分注意する必要がある。 
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２．各論 

◼ 個人消費 「持ち直している」 

百貨店販売は、食料品などが好調であることから、前年を上回っている。 
 スーパー販売は、総菜などが好調であることから、前年を上回っている。 
 コンビニエンスストア販売は、ファストフードなどが好調であることから、前年を上回っている。 
 ドラッグストア販売は、化粧品などが好調であることから、前年を上回っている。 
 ホームセンター販売は、園芸用品などが低調であることから、前年を下回っている。 
 家電大型専門店販売は、エアコンなどが低調であることから、前年を下回っている。 
 乗用車販売(新車登録・届出台数)は、依然として納期に遅れがみられるものの、前年を上回っている。 
 主要観光地の入込客数は、新型コロナウイルス感染症の５類移行により観光需要が高まり、全国旅行支
援の効果もあって、前年を上回っている。 

（主なヒアリング結果） 

➢  全国旅行支援の地域クーポンの効果もあり、手土産や名産品を買われる観光客が多くみられた。（百貨店） 

➢  光熱費高騰もあり、調理の必要がない総菜が好調。外国人の来店が見られ始め、カップ麺や酒類などが好まれている。（ス

ーパー） 

➢  外出制限のない春の行楽シーズンや連休のドライブ需要で、揚げ物やおにぎりなどが好調。（コンビニエンスストア） 

➢  外出需要の高まりから、紫外線防止効果の高いファンデーションや制汗グッズが好調。（ドラッグストア） 

➢  消費者のトレンドが「巣ごもり」から「観光」にシフトしており、園芸用品やＤＩＹ用品などが低調。（ホームセンター） 

➢  気温が上がりきっていないこともあってエアコンが不調。（家電大型専門店） 

➢  団体ツアーが動き出しているほか、高額なツアーも人気があるなどリベンジ消費の動きが感じられる。例年閑散期である

６月も、全国旅行支援の効果に支えられ、週末を中心に予約が埋まっている。（宿泊）  

 

◼ 生産活動 「持ち直しつつある」 

食料品は、好調な観光需要に支えられ、増加している。 
  電子部品・デバイスは、海外需要が落ち込み減少しているものの、国内需要は一部で持ち直しの動きが
みられる。 
 電気・情報通信機械は、原材料の供給制約による影響が緩和され、増加している。 
 パルプ・紙は、加工紙の需要が堅調となっており、増加している。 
 汎用・生産用・業務用機械は、半導体製造装置の需要が持ち直し、増加している。 

➢  新型コロナウイルス感染症の５類移行や、都市部を中心としたインバウンドの復調により土産菓子の需要が高まってい

ることから、工場の稼働時間を増やして対応している。（食料品） 

➢  国内自動車メーカーの部品不足が解消に向かっており、力強さはないながらも受注は回復している。（電子部品・デバイス） 

➢  原材料の調達難が改善したほか、受注残が相応にあることから、高めの生産となっている。（電気・情報通信機械） 

➢  加工紙の需要は堅調でフル操業を続けている。（パルプ・紙） 

➢  取引先の在庫調整が進展しており、半導体製造装置の需要が持ち直している。（汎用・生産用・業務用機械） 

 

◼ 雇用情勢 「横ばいの状況にある」 

有効求人倍率は引き続き高水準で推移しているものの、新規求人が減少しており、雇用情勢は横ばいの
状況にある。 

➢  これまで求人に対する応募が少なかったが、新型コロナウイルス感染症の５類移行後に求職活動が活発化し、ようやく採

用に至った。（小売） 

➢  入国制限の緩和により外国人実習生の受け入れを再開している。人員不足の解消が難しく、今後も実習生の労働力に頼ら

ざるを得ない。（食料品） 

➢  新規求人は、製造業において工場新設や、海外からの生産ラインの引き揚げに伴い、大口求人があった昨年の反動などか

ら、減少している。（職業紹介） 

➢  人員を確保するため、小幅ながら賃上げの動きは広がりつつある。（商工団体） 
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◼ 設備投資 「５年度は前年度を上回る見込み」（全産業）「法人企業景気予測調査」５年４－６月期 

○ 製造業では、生産用機械などで減少するものの、食料品、情報通信機械などで増加することから、

全体としては増加見込みとなっている。 

○ 非製造業では、金融・保険などで増加するものの、農林水産、建設などで減少することから、全

体としては減少見込みとなっている。 

➢  前年度の繰越分を含め、施設の更新を行い、生産スピードを向上させる。（食料品） 

➢  船舶の購入数が前年度より減少。（農林水産） 

 

◼ 企業収益 「５年度は減益見込み」（全産業）「法人企業景気予測調査」５年４－６月期 

○ 製造業では、鉄鋼などで増益となるものの、食料品、金属製品などで減益となることから、全体

としては減益見込みとなっている。 

○ 非製造業では、卸売などで増益となるものの、農林水産、情報通信などで減益となることから、

全体としては減益見込みとなっている。 

  

◼ 住宅建設 「前年を下回る」 

○ 新設住宅着工戸数でみると、分譲住宅で増加しているものの、持家、貸家で減少していることか

ら、全体では、前年を下回っている。 

 

◼ 公共事業 「前年度を上回る」 

○ 前払金保証請負金額（年度累計）でみると、前年度を上回っている。 
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公表時期 基調判断 消費 投資 生産 雇用

令和5年3
月

持ち直しの
動きに足踏
みが見られ
る

緩やかに持
ち直している

弱めの動き
が見られる

持ち直しの
動きに足踏
みが見られ
る

持ち直しの
動きに一服
感が見られ
る

令和5年4
月

持ち直しの
動きに足踏
みが見られ
る

緩やかに持
ち直している

弱めの動き
が見られる

弱めの動き
が見られる

持ち直しの
動きに一服
感が見られ
る

令和5年5
月

持ち直しの
動きに足踏
みが見られ
る

緩やかに持
ち直している

弱めの動き
が見られる

弱めの動き
が見られる

持ち直しの
動きに一服
感が見られ
る

令和5年6
月

持ち直しの
動きに足踏
みが見られ
る

緩やかに持
ち直している

弱めの動き
が見られる

弱めの動き
が見られる

持ち直しの
動きに一服
感が見られ
る

令和5年7
月

持ち直しの
動きに足踏
みが見られ
る

緩やかに持
ち直している

持ち直しつつ
ある

持ち直しつつ
ある

持ち直しの
動きに一服
感が見られ
る

令和5年8
月

持ち直しの
動きに足踏
みが見られ
る

緩やかに持
ち直している

持ち直しつつ
ある

持ち直しつつ
ある

持ち直しの
動きに一服
感が見られ
る

令和5年9
月

持ち直しの
動きに足踏
みが見られ
る

緩やかに持
ち直している

持ち直しつつ
ある

持ち直しつつ
ある

弱めの動き
が見られる

公表時期 総論 個人消費 設備投資 生産活動 企業収益 雇用情勢

令和5年4
月

一部に弱さ
がみられるも
のの、持ち直
しつつある

持ち直しつつ
ある

4年度は前年
度を上回る
見込み

足踏みの状
況にある

4年度は増益
見込み

持ち直してい
る

令和5年7
月

持ち直してい
る

持ち直してい
る

5年度は前年
度を上回る
見込み

持ち直しつつ
ある

5年度は減益
見込み

横ばいの状
況にある

鳥取県の経済動向　（資料出所 ： 鳥取県令和新時代創造本部統計課）

鳥取県内の経済情勢　（資料出所 ： 財務省中国財務局鳥取財務事務所）
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【御利用にあたって】 

１ 調査要領 

本調査は、県内にある事業所の経営責任者を対象として、景気及び経営に対する判断及び見通し等を調

査したものである。 

（１） 調査対象 

原則として県内にある従業者規模 30 人以上の事業所の中から 300 事業所を選定した。 

※従業者規模 200 人以上の事業所：原則として全数調査 

従業者規模 200 人未満の事業所：産業別に抽出 

（２） 調査時点 令和５年８月１日現在 

（３） 調査方法 調査対象者の自計申告により行った。 

（４） 有効回答率 

 

２ 利用上の注意 

（１） 四半期を単位として、それぞれの前四半期に対する判断及び見通しを調査したものである。 

（２） 判断指標（BSI：ビジネス・サーベイ・インデックス）とは、景気や売上高などの項目について、企

業経営者が「上昇（増加）」と回答した割合から「下降（減少）」と回答した割合を差し引いた値

をいう。 

（３） 集計上の産業分類は、全産業を「製造業」と「非製造業」に二分した上で、それぞれをさらに複数

の業種に分けた。詳しくは、本誌 p.17 別表を参照。 

（４） 製造業、非製造業に属する各業種の上昇等の割合は、当該業種について各項目の有効回答数に対す

る各項目内での選択肢の割合で求めたが、全産業、製造業、非製造業の割合の算出方法については、

県経済に対する影響度を考慮して加重平均を用いている。（「３ 割合の算出方法（２）」を参照） 

（５） 統計表の数値は、単位未満を四捨五入しており、内訳（構成比）が 100％にならない場合がある。 

３ 割合の算出方法 

（１） 製造業に属する「食料品」「衣服・その他」「パルプ・紙」「金属製品」「一般機械」「電気機械」

「その他製造業」、非製造業に属する「建設業」「運輸・通信業」「卸売・小売業」「サービス業」

「その他産業」については、各業種の有効回答数を分母とし該当項目を割ることにより算出した。 

【例】（当該業種の当該項目の選択肢回答数／当該業種の当該項目の有効回答数）×100 

（２） 「全産業」、「製造業」及び「非製造業」については、令和２年度経済活動別名目県内総生産（GDP）

をウェイトとして、加重平均により求めた。 

【例】製造業  ∑(食料品の割合×食料品の総生産額＋･･･)／∑(食料品の総生産額＋･･･) 

４ グラフの表記について 

   本書に記載されるグラフの横軸のローマ数字が指示する内容は、以下のとおり。 

  ・「Ⅰ」 １-３月期（第１四半期）   ・「Ⅱ」 ４-６月期（第２四半期） 

  ・「Ⅲ」 ７-９月期（第３四半期）   ・「Ⅳ」 10-12 月期（第４四半期） 

調　査 有　効 有　効 調　査 有　効 有　効
区　分 対象数 回答数 回答率 区　分 対象数 回答数 回答率

　製造業 116 96 82.8％ 　非製造業 184 128 69.6％ 

食料品 21 17 81.0％ 建設業 27 23 85.2％ 

衣服・その他 9 8 88.9％ 運輸・通信業 25 19 76.0％ 

パルプ・紙 7 7 100.0％ 卸売・小売業 38 24 63.2％ 

金属製品 9 7 77.8％ サービス業 76 48 63.2％ 

一般機械 11 9 81.8％ その他産業 18 14 77.8％ 

電気機械 41 34 82.9％ 

その他製造業 18 14 77.8％ 　合計 300 224 74.7％ 
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調査対象： 300事業所　／　有効回答：224事業所　／　有効回答率：74.7％

製造業　　  事業所：7業種＝｢食料品｣、｢衣服･その他｣、｢パルプ･紙｣、｢金属製品｣、｢一般機械｣、｢電気機械｣、｢その他製造業｣

非製造業   事業所：5業種＝｢建設業｣、｢運輸･通信業｣、｢卸売･小売業｣、｢サービス業｣、｢その他産業｣

景気や売上高などの項目について、前の四半期に比べて「上昇（増加）と回答した割合」から「下降（減少）と回答した割合」を差し引いた値

１  業界の景気判断

○令和5年7-9月期の企業の景況感

・ 景気判断BSIは「-1」。前期「6」から低下。

・ 全体の基調としては、なお厳しさは残るものの、緩やかな持ち直しの動きが見られる。

○10-12月期以降の見通し

・10-12月期は「8」と、上昇の見通し。

・令和6年1-3月期は「-7」と、低下の見通し。

【表１】　県内企業の業界の景気判断BSI（全産業） 【表２】　県内企業の業界の景気判断BSI（製造業）

1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期

平成 27年 -18 0 1 12 令和 3年 -19 0 3 31

28年 -19 -10 2 8 4年 -13 -3 -8 1

29年 -16 1 3 24 5年 -38 2 -16 (24)

30年 -11 -7 0 14 6年 (-8)

令和 1年 -25 -9 3 7 【表３】　県内企業の業界の景気判断BSI（非製造業）

2年 -23 -68 -12 13 1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期

3年 -27 -22 -6 20 令和 3年 -29 -27 -8 17

4年 -27 -13 -7 7 4年 -31 -15 -6 8

5年 -20 6 -1 (8) 5年 -16 7 2 (5)

6年 (-7) 6年 (-7)

【注】 景気判断BSIは、業界の景気が「上昇する」と答えた企業から「下降する」と答えた企業の割合を差し引いた数値。（　）内は見通し。

【図１】　県内企業の業界の景気判断BSIの推移（左＝全産業、右＝各業種）

【注】・ 横軸の数字は、「Ⅰ＝1-3月期」「Ⅱ＝4-6月期」「Ⅲ＝7-9月期」「Ⅳ＝10-12月期」（以下同じ）。

・ 4期（1年）後方移動平均は、当期を含む過去４期（1年）の数値を平均した値（以下同じ）。

○ 景況感の基調判断

（１） 最近の動向

（２） 先行きに関する留意点

令和５年第３回鳥取県企業経営者見通し調査の結果概要（8月1日実施）

 ○ 企業の景況感を示す景気判断BSIは、令和5年7-9月期は「-1」となり、2期ぶりのマイナス。

 ○ 基調としては、なお厳しさは残るものの、緩やかな持ち直しの動きが見られる。

 ○ 製造業は2期ぶりのマイナス、非製造業は2期連続のプラス。

 ○ 先行きの10-12月期は「8」と、上昇の見通し。

【回答の状況】

【回答の内訳】

　・ 製造業：10-12月期は「24」、一般機械、電気機械を除く5業種でプラスの見通し。

【 「 BSI 」 と は 】

ポイント
　・ 製造業：7業種すべてがマイナス。

　・ 非製造業：その他産業、運輸・通信業がプラス。

　・ 非製造業：10-12月期は「5」、卸売・小売業、運輸・通信業でプラスの見通し。
ポイント

依然として人手不足や原材料費、電気料金の高騰に関するコメントが多く寄せられており、「経常利益を圧迫して
いる」、「経営困難となり淘汰される会社も出てくると思われる」などの厳しい意見も寄せられている。

　全体の基調は、なお厳しさは残るものの、緩やかな持ち直しの動きが見られる。
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２ 業種別の状況

【表４】　県内企業の業界の景気判断BSI（各業種）

前回 今回 ３か月後予想 ６か月後予想

R5年4-6月期 7-9月期 10-12月期 6年1-3月期

全産業 6 -1 8 -7

製造業 2 -16 24 -8

食料品 39 -6 59 -41

衣服・その他 13 -38 13 0

パルプ・紙 -17 -14 29 0

金属製品 -25 -29 43 14

一般機械 -11 -11 0 11

電気機械 -21 -26 0 6

その他製造業 0 -14 7 0

非製造業 7 2 5 -7

建設業 0 -9 -5 -9

運輸・通信業 11 5 11 -22

卸売・小売業 17 0 23 -5

サービス業 12 0 0 -28

その他産業 0 7 0 8

【表５】　自己企業の売上高判断BSI（各業種）

前回 今回 ３か月後予想 ６か月後予想

R5年4-6月期 7-9月期 10-12月期 6年1-3月期

全産業 -11 -2 17 -14

製造業 -9 -23 19 -20

食料品 11 -35 65 -53

衣服・その他 -13 -38 13 -13

パルプ・紙 0 0 -33 -17

金属製品 -38 -29 71 0

一般機械 -33 0 0 0

電気機械 -26 -38 9 -10

その他製造業 0 -7 -7 -7

非製造業 -12 3 16 -13

建設業 -45 -5 0 5

運輸・通信業 11 21 35 -24

卸売・小売業 -4 13 18 -32

サービス業 -4 -6 -2 -26

その他産業 -15 0 25 0

○ 企業からのコメント（→「10 自由記入欄の傾向」）

【製造業】

・

・

・・

【非製造業】

・

・

紙、加工紙、紙製品、紙製容器

土木の公共工事の発注が減少しており、また、国の施策による人件費コストの増加が、収益環境の圧迫要因と

なっている。【建設業】

受注額、受注件数が未だに増加しない。人員不足にもかかわらず最賃の引き上げ、人員を確保するための人件

費の増大は非常に痛い。【サービス業】

道路旅客運送、道路貨物運送、通信

放送、宿泊・飲食、娯楽、廃棄物処理、警備

各種卸売・小売、百貨店・総合スーパー

農林水産、電気・ガス、金融・保険、物品賃貸

原材料・仕入価格上昇を販売経路に十分転嫁できない。適材人材不足。【食料品】

円安による原料/資材の仕入単価UP、4月以降の電気料金値上げなど要因を速やかに販売コストに反映できず、

厳しい事業運営が続くと予想。【衣服・その他】

エネルギー、物価高、人材不足が深刻な問題。【電気機械】

建設用・建築用金属製品

はん用機械器具、生産品機械器具

電子部品・デバイス、電気機械器具、情報通信器具

飼料、家具、印刷、鉄鋼、輸送用機械器具

土木工事、建築工事、電気工事、管工事

農林水産、電気・ガス、金融・保険、物品賃貸

畜産品、水産品、パン・菓子

外衣・シャツ、下着、和装製品

含まれる主な業種

 ○ 業界の景気判断

　 【製造業】：7業種すべてがマイナス。

　 【非製造業】：建設業がマイナス。その他産業、運輸・通信業がプラス。

 ○ 自己企業の売上高判断

　 【製造業】：衣服・その他、電気機械など5業種がマイナス。

　 【非製造業】：サービス業、建設業がマイナス。運輸・通信業、卸売・小売業がプラス。

含まれる主な業種

放送、宿泊・飲食、娯楽、廃棄物処理、警備

畜産品、水産品、パン・菓子

外衣・シャツ、下着、和装製品

紙、加工紙、紙製品、紙製容器

建設用・建築用金属製品

はん用機械器具、生産品機械器具

電子部品・デバイス、電気機械器具、情報通信器具

飼料、家具、印刷、鉄鋼、輸送用機械器具

土木工事、建築工事、電気工事、管工事

道路旅客運送、道路貨物運送、通信

各種卸売・小売、百貨店・総合スーパー

－3－
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３ その他の主な指標

○ 在庫水準
・ 製造業：「適正」74％、「過大」20％、「不足」6％で、BSIは「13」。来期のBSIはやや低下の見通し。

・ 卸売・小売業：「適正」91％、「過大」0％、「不足」9％で、BSIは「-9」。来期のBSIはやや低下の見通し。

ポイント ・「適正」の割合は製造業で横ばい、卸売・小売業で増加。

【図２】　在庫水準が「適正」の割合の推移（％） 　　     【図３】　在庫水準BSI（過大－不足）の推移

○ 設備投資
・ 製造業：令和5年7-9月期に1,000万円以上の設備投資を「した（する）」企業は25％で、前期から増加。来期は増加の見通し。

・ 非製造業：令和5年7-9月期に1,000万円以上の設備投資を「した（する）」企業は21％で、前期からは横ばい。来期はやや増加の見通し。

ポイント  ・ 投資目的は、製造業、非製造業ともに「設備の補修更新」の割合が最大。

【図４】　設備投資を「した（する）」の割合の推移（％） 【表６】　経営強化投資の実施割合（％）

前回 今回 3か月後予想
R5年4-6月期 5年7-9月期 10-12月期

製造業 10 13 15
食料品 0 12 12
衣服・その他 ― ― ―
パルプ・紙 0 15 28
金属製品 14 14 29
一般機械 11 11 11
電気機械 15 12 15
その他製造業 7 7 0

非製造業 5 5 4
建設業 5 5 9
運輸・通信業 0 5 6
卸売・小売業 17 8 4
サービス業 0 4 4
その他産業 7 7 0

※設備投資を「した（する）」割合×投資目的が「生産・販売力の強化」の割合で算出

○ 経営上の問題点
・ 製造業：「原材料等価格高」が77％と割合が最大。次いで「人手不足」49％、「売上・受注不振」48％となった。

・ 非製造業：「人手不足」が61％と割合が最大。次いで「原材料等価格高」39％、「競争激化」34％となった。

ポイント  ・製造業は、非製造業ともに「人件費増大」の割合が増大傾向。

【図５】　経営上の問題点（直近上位4項目の推移）

 ○ 在庫水準
　 「適正」の割合は、製造業で横ばい、卸売・小売業で増加。BSIは、製造業、卸売・小売業ともに上昇。
 ○ 設備投資
 　実施の割合は製造業で増加。非製造業で横ばい。投資目的は「設備の補修更新」の割合がなお最大。
 ○ 経営上の問題点
　 製造業は「原材料等価格高」の割合が、非製造業は「人手不足」の割合が引き続き最大。
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詳しくは… 統計表第1表（p19）

■図１　業界の景気判断BSI 概況
【注】1 横軸のローマ数字は、「Ⅰ＝1-3月期」「Ⅱ＝4-6月期」「Ⅲ＝7-9月期」「Ⅳ＝10-12月期」

2 グラフの太線は、4期（１年）後方移動平均。網掛けは、見通し

全産業

製造業 非製造業

■表１　業界の景気判断BSI

R6年
III IV I II III IV I II III IV I

7-9月期 10-12月期 1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-3月期

(24) (21)

上昇 18 31 12 17 16 24 11 24 18 20 9

(51) (50)
変わらない 49 50 41 47 52 52 51 52 57 53 52

(10) (8)

下降 24 11 40 29 22 17 31 18 19 12 16

(13) (13)

-6 20 -27 -13 -7 7 -20 6 -1 8 -7

(-10) (28)

製造業 BSI 3 31 -13 -3 -8 1 -38 2 -16 24 -8

(19) (10)

非製造業 BSI -8 17 -31 -15 -6 8 -16 7 2 5 -7

【注】 　（　　）内は前回調査での見通し。また回答に「不明」があるため、合計が100％にならないことがある。

１  業界の景気判断（全産業）

ポイント

令和5年7-9月期の景気判断BSIは「-1」と2期ぶりのマイナス。基調としては、なお厳しさは残るものの、緩やかな

持ち直しの動きが見られる。先行きの10-12月期は「8」と上昇の見通し。

業種別の状況

全産業

BSI
(上昇-下降）

← 見 通 し →

R3年 R4年 R5年
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○令和5年8月1日時点での業界の景気に関する

判断指数（BSI：「上昇」－「下降」）は、足元の同

年7-9月期が「-1」と2期ぶりのマイナス。 

○4期（1年）後方移動平均の動きを見ると、基調と

しては、なお厳しさは残るものの、緩やかな持ち

直しの動きが見られる。 

○先行きの10-12月期は「8」、令和6年1-3月期は

「-7」となる見通し。 

【製造業】 

○足元の令和5年7-9月期が「-16」と2期ぶりのマ

イナス。 

○7業種すべてがマイナス。 

○先行きの10-12月期は「24」、令和6年1-3月期

は「-8」となる見通し。 

【非製造業】 

○足元の令和5年7-9月期は、BSIが「2」と2期連

続のプラス。 

○その他産業、運輸・通信業がプラス。 

○先行きの10-12月期は「5」、令和6年1-3月期

は「-7」となる見通し。 
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■図２　業界の景気判断BSI（業種別）

　【注】1 グラフの横軸、表の年の下のローマ数字は、「Ⅰ＝1-3月期」
　　　　　「Ⅱ＝4-6月期」「Ⅲ＝7-9月期」「Ⅳ＝10-12月期」
　
　　　　2 グラフの太線は、4期（1年）後方移動平均。網掛けは、見通し
　
　　　　3 「その他製造業」に含まれる主な業種：飼料、家具、印刷、
　　　　　 鉄鋼、輸送用機械器具

　【注】1 グラフの横軸、表の年の下のローマ数字は、「Ⅰ＝1-3月期」
　　　　　「Ⅱ＝4-6月期」「Ⅲ＝7-9月期」「Ⅳ＝10-12月期」
　
　　　　2 グラフの太線は、4期（1年）後方移動平均。網掛けは、見通し
　
　　　　3 「その他産業」に含まれる主な業種：農林水産、電気・ガス、
　　　　　 金融・保険、物品賃貸
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詳しくは… 統計表第2表（p19）、第3表（p20）

■図３　自己企業の売上高判断BSI 概況
【注】1 横軸のローマ数字は、「Ⅰ＝1-3月期」「Ⅱ＝4-6月期」「Ⅲ＝7-9月期」「Ⅳ＝10-12月期」

2 グラフの太線は、4期（1年）後方移動平均。網掛けは、見通し

全産業

製造業 非製造業

■表２　自己企業の売上高判断BSI

R6年
III IV I II III IV I II III IV I

7-9月期 10-12月期 1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-3月期

(24) (28)

増加 21 34 19 19 23 34 15 20 21 31 13

(56) (62)
変わらない 54 51 37 46 57 46 53 49 55 55 60

(20) (10)

減少 25 15 44 35 20 20 32 31 24 14 27

(5) (18)

-4 19 -25 -15 2 14 -16 -11 -2 17 -14

(-8) (20)

製造業 BSI 0 34 -12 1 3 14 -41 -9 -23 19 -20

(8) (18)

非製造業 BSI -4 16 -28 -19 2 14 -11 -12 3 16 -13

【注】 　（　　）内は前回調査での見通し

２  自己企業の売上高判断（全産業）

ポイント

令和5年7-9月期の売上高判断BSIは「-2」と3期連続のマイナス。基調としては、持ち直しの動きに足踏みが見られ
る。先行きの10-12月期は「17」となる見通し。

業種別の状況

全産業

BSI
(増加-減少）

← 見 通 し →

R3年 R4年 R5年
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○令和5年8月1日時点での自己企業の売上高に関

する判断指数（BSI：「増加」－「減少」）は、足元の

同年7-9月期が「-2」と3期連続のマイナス。 

○4期（１年）後方移動平均の動きを見ると、基調とし

ては、持ち直しの動きに足踏みが見られる。 

○先行きの10-12月期は「17」、令和6年1-3月期は

「-14」となる見通し。 

【製造業】 

○足元の令和5年7-9月期は、BSIが「-23」と3期連続

のマイナス。 

○パルプ・紙、一般機械を除く5業種がマイナス。 

○先行きの10-12月期は「19」、令和6年1-3月期は

「-20」となる見通し。 

【非製造業】 

○足元の令和5年7-9月期は、BSIが「3」と3期ぶりの

プラス。 

○運輸・通信業、卸売・小売業がプラス。 

○先行きの10-12月期は「16」、令和6年1-3月期は

「-13」となる見通し。 
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■図４　自己企業の売上高判断BSI（業種別）

　【注】1 グラフの横軸、表の年の下のローマ数字は、「Ⅰ＝1-3月期」
　　　　　「Ⅱ＝4-6月期」「Ⅲ＝7-9月期」「Ⅳ＝10-12月期」
　
　　　　2 グラフの太線は、４期（１年）後方移動平均。網掛けは、見通し
　
　　　　3 「その他製造業」に含まれる主な業種：飼料、家具、印刷、
　　　　　 鉄鋼、輸送用機械器具

　【注】1 グラフの横軸、表の年の下のローマ数字は、「Ⅰ＝1-3月期」
　　　　　「Ⅱ＝4-6月期」「Ⅲ＝7-9月期」「Ⅳ＝10-12月期」
　
　　　　2 グラフの太線は、４期（１年）後方移動平均。網掛けは、見通し
　
　　　　3 「その他産業」に含まれる主な業種：農林水産、電気・ガス、
　　　　　 金融・保険、物品賃貸
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詳しくは… 統計表第4表（p20）、第5-1表・第5-2表（p21）

■図５　自己企業の経常利益判断BSI 概況
【注】1 横軸のローマ数字は、「Ⅰ＝1-3月期」「Ⅱ＝4-6月期」「Ⅲ＝7-9月期」「Ⅳ＝10-12月期」

2 グラフの太線は、4期（1年）後方移動平均。網掛けは、見通し

全産業

製造業 非製造業

■表３　自己企業の経常利益判断BSI

R6年
III IV I II III IV I II III IV I

7-9月期 10-12月期 1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-3月期

(14) (27)

増加 15 33 20 19 17 28 17 17 13 24 20

(55) (57)
変わらない 53 51 39 43 50 48 49 50 49 58 54

(32) (17)

減少 33 16 41 38 34 24 34 33 38 18 26

(-18) (10)

-18 18 -21 -20 -17 5 -17 -15 -24 7 -6

(-19) (11)

製造業 BSI -8 26 -18 -13 -7 -4 -39 -16 -25 18 -17

(-18) (10)

非製造業 BSI -20 16 -22 -21 -19 6 -12 -15 -24 4 -3

【注】 　（　　）内は前回調査での見通し

３
ポイント

令和5年7-9月期の経常利益判断BSIは「-24」と3期連続のマイナス。基調としては、弱めの動きが見られる。先行き

の10-12月期は「7」の見通し。

業種別の状況

 自己企業の経常利益判断（全産業）

全産業

BSI
(増加-減少）

← 見 通 し →

R3年 R4年 R5年
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○令和5年8月1日時点での自己企業の経常利益に

関する判断指数（BSI：「増加」－「減少」）は、足元

の同年7-9月期が「-24」と3期連続のマイナス。 

○4期（１年）後方移動平均の動きを見ると、基調とし

ては、弱めの動きが見られる。 

○先行きの10-12月期は「7」、令和6年1-3月期は

「-6」となる見通し。 

【製造業】 

○足元の令和5年7-9月期は、BSIが「-25」と7期連続

のマイナス。 

○パルプ・紙を除く6業種がマイナス。 

○先行きの10-12月期は「18」、令和6年1-3月期は

「-17」となる見通し。 

【非製造業】 

○足元の令和5年7-9月期は、BSIが「-24」と3期連続

のマイナス。 

○5業種すべてがマイナス。 

○先行きの10-12月期は「4」、令和6年1-3月期は

「-3」となる見通し。 
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■図６　自己企業の経常利益判断BSI（業種別）

　【注】1 グラフの横軸、表の年の下のローマ数字は、「Ⅰ＝1-3月期」
　　　　　「Ⅱ＝4-6月期」「Ⅲ＝7-9月期」「Ⅳ＝10-12月期」
　
　　　　2 グラフの太線は、4期（1年）後方移動平均。網掛けは、見通し
　
　　　　3 「その他製造業」に含まれる主な業種：飼料、家具、印刷、
　　　　　 鉄鋼、輸送用機械器具

　【注】1 グラフの横軸、表の年の下のローマ数字は、「Ⅰ＝1-3月期」
　　　　　「Ⅱ＝4-6月期」「Ⅲ＝7-9月期」「Ⅳ＝10-12月期」
　
　　　　2 グラフの太線は、4期（1年）後方移動平均。網掛けは、見通し
　
　　　　3 「その他産業」に含まれる主な業種：農林水産、電気・ガス、
　　　　　 金融・保険、物品賃貸
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詳しくは… 統計表第6表（p22）

■図７　自己企業の生産数量判断BSI（製造業） 概況
【注】1 横軸のローマ数字は、「Ⅰ＝1-3月期」「Ⅱ＝4-6月期」「Ⅲ＝7-9月期」「Ⅳ＝10-12月期」

2 グラフの太線は、4期（1年）後方移動平均。網掛けは、見通し

■表4　自己企業の生産数量判断BSI（製造業） ←見通し→

III IV I II III IV I II III IV

7-9月期 10-12月期 1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期

(20)

増加 24 48 34 34 33 39 14 24 26 40

(53)
変わらない 48 38 27 35 35 30 31 37 24 33

(26)

減少 28 14 39 31 32 31 55 39 50 27

(-6)

-3 34 -5 2 1 8 -41 -15 -24 13

【注】 　（　　）内は前回調査での見通し

　

　

　 →　https://www.pref.tottori.lg.jp/bsi/

統 計 課 か ら の お 知 ら せ

　　＜調査対象事業所の皆様＞

　　＜本調査結果のウェブサイトのご案内＞

本調査の結果については鳥取県ホームページ（とりネット）にも公表しております。

以下のアドレスにアクセスいただければ閲覧できますので、ご活用ください。

このたびは本調査にご協力いただき、誠にありがとうございました。

次回調査は、令和５年１１月１日を基準日として実施いたしますので、

引き続きご協力をお願いいたします。

R3年 R4年 R5年

４  生産数量の判断（製造業）

令和5年7-9月期の生産数量判断BSIは「-24」と3期連続のマイナス。基調としては、弱い動きとなっている。
先行きの10-12月期は「13」の見通し。

ポイント

BSI
(増加-減少）
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○令和5年8月1日時点での自己企業（製造

業）の生産数量に関する判断指数（BSI：

「増加」－「減少」）は、足元の同年7-9月

期が「-24」となり、3期連続のマイナス。 

○一般機械を除く6業種がマイナス。 

○4期（1年）後方移動平均の動きを見ると、

基調としては、弱い動きとなっている。 

○先行きの10-12月期は「13」となる見通し。 
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詳しくは… 統計表第7表（p22）

ポイント

概況

■図８　自己企業の在庫水準判断（製造業、卸売・小売業）

詳しくは… 統計表第8表（p22）

ポイント

概況

■図９　自己企業の生産設備の規模判断（製造業）

６

　・令和5年7月末時点での生産設備BSIは「14」と、前期から上昇。

５

　・令和5年7-9月期の在庫水準BSIは製造業が「13」と上昇。卸売・小売業が「-9」と上昇。
　・「適正」の割合は製造業が「74％」と横ばい。卸売・小売業が「91％」と増加。

 在庫水準の判断（製造業、卸売・小売業）

 生産設備の規模判断（製造業）

【卸売・小売業】 

○足元の令和5年7-9月期は「適正」が91％（前期80％）、

「過大」が0％、「不足」が9％であり、BSIは「-9」となっ

て前期「-20」から上昇。 

○先行きの10-12月期は「適正」が90％とやや減少、BSI

は「-10」とやや低下の見通し。 

【製造業】 

○令和5年8月1日時点での在庫水準について、足元の同年

7-9月期において事業所の74％（前期74％）が「適正」と判

断した。また、「過大」は20％、「不足」が6％となった。 

○在庫水準に関する判断指数（BSI：「過大」－「不足」）は「13」

となり、前期「5」から上昇。 

○先行きの10-12月期は、「適正」が73％とやや減少、BSIは

「12」とやや低下の見通し。 

○令和5年7月末時点での自己企業（製造業）の生産設備の状況は、

「適正」が66％（前期70％）、「過大」が24％、「不足」が10％となっ

た。 
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【注】 横軸のローマ数字は、「Ⅰ＝1-3月期」「Ⅱ＝4-6月期」「Ⅲ＝7-9月期」「Ⅳ＝10-12月期」

（BSI）＝「過大」－「不足」
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見通し

○この結果、生産設備の規模に関する判断指数（BSI：

「過大」－「不足」）は「14」となり、前期から上昇。
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詳しくは… 統計表第9-1表・第9-2（p23）、第9-3表（p24）

ポイント

■図１０　自己企業の設備投資の動向
【注】1 縦軸の数字は、1,000万円以上の設備投資をした（する）割合（％）

2 横軸のローマ数字は、「Ⅰ＝1-3月期」「Ⅱ＝4-6月期」「Ⅲ＝7-9月期」「Ⅳ＝10-12月期」

3 グラフの太線は、4期（1年）後方移動平均。網掛けは、見通し

全産業

製造業 非製造業

■表５　自己企業の設備投資の動向 ←見通 し →

III IV I II III IV I II III IV

7-9月期 10-12月期 1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期

(23) (25)

全産業 25 27 25 25 24 25 20 22 22 26

(33) (28)

製造業 26 26 17 25 25 22 24 22 25 32

(21) (25)

非製造業 25 28 27 25 24 26 20 21 21 25

【注】 1,000万円以上の設備投資をする（した）割合（％）。　（　　）内は前回調査での見通し

R3年 R4年 R5年

７  設備投資の動向（全産業）

　・令和5年7-9月期における設備投資の実施は「22％」で、前期から横ばい。
　・先行きの10-12月期は「26％」が設備投資を計画。

概況

業種別の状況
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○令和5年8月1日時点での自己企業の設備

投資（1,000万円以上）の実施状況は、足

元の同年7-9月期では22％の事業所が

「実施した（する）」と回答した。 

○4期（1年）後方移動平均の動きを見ると、

基調としては、弱めの動きとなっている。 

○先行きの10-12月期の設備投資を「実施

する」事業所は26％とやや増加の見通し。 

【製造業】 

○足元の令和5年7-9月期の実施事業所は25％

と、前期22％から増加。 

○先行きの10-12月期の計画事業所は32％と増

加の見通し。 

【非製造業】 

○足元の令和5年7-9月期の実施事業所は21％

と、前期21％から横ばい。 

○先行きの10-12月期の計画事業所は25％とや

や増加の見通し。 
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詳しくは… 統計表第10表（p24）

ポイント

概況

■図１１　自己企業の資金繰りの判断
【注】 横軸のローマ数字は、「Ⅰ＝1-3月期」「Ⅱ＝4-6月期」「Ⅲ＝7-9月期」「Ⅳ＝10-12月期」

■表６　自己企業の資金繰り判断BSI ←見通 し →

III IV I II III IV I II III IV

7-9月期 10-12月期 1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期

(-12)

全産業 -9 -3 -9 -4 -11 -9 -14 -9 -13 -12
(-27)

製造業 -14 -3 -14 -10 -17 -17 -23 -24 -25 -21
(-9)

非製造業 -8 -3 -8 -3 -10 -7 -12 -6 -10 -10

【注】 （　　）内は前回調査での見通し

８  資金繰りの判断（全産業）

　・令和5年7-9月期の資金繰りの判断BSIは「-13」と、前期の「-9」から低下。
　・「適正」の割合は「73％」と、前期の「70％」からやや増加。

業種別の状況

R3年 R4年 R5年

【製造業】 

○足元の令和5年7-9月期は「適正」が61％と前期から減

少、BSI は「-25」とやや低下。 

○先行きの10-12月期は、「-21」と上昇の見通し。 

【非製造業】 

○足元の令和5年7-9月期は「適正」が75％と前期から増

加、BSIは「-10」と低下。 

○先行きの10-12月期は、「-10」と横ばいの見通し。 

○令和5年8月１日時点での資金繰りの判断は、足元の

同年7-9月期において「適正」とする割合が73％（前期

70％）、「余裕がある」が7％、「余裕がない」が20％とな

った。 

○この結果、資金繰りに関する判断指数（BSI：「余裕が

ある」－「余裕がない」）は「-13」となり、前期の「-9」か

ら低下。 

○先行きの10-12月期は、「-12」とやや上昇の見通し。 
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詳しくは… 統計表第11表（p25）

ポイント

概況

■図１２　自己企業の経営上の問題点（上位５項目）
【注】 横軸のローマ数字は、「Ⅰ＝1-3月期」「Ⅱ＝4-6月期」「Ⅲ＝7-9月期」「Ⅳ＝10-12月期」

９

　・全産業の上位3項目は「人手不足」、「原材料等価格高」、「売上・受注不振」。
　・製造業は「原材料等価格高」、非製造業は「人手不足」の割合が引き続き最大。

業種別の状況

 企業経営上の問題点（全産業）

令和5年8月1日時点での自己企業の経営上の問題点を尋ねたところ（15項目から3項目まで選択）、「人手不足」（59％）、「原材料等

価格高」（45％）、「売上・受注不振」（35％）、「人件費増大」（33％）、「競争激化」(30％)が上位5項目となった。 

【製 造 業】「原材料等価格高」が77％と最も割合が大きく、次いで「人手不足」（49％）、「売上・受注不振」（48％）の順。業

種別に見ると、「原材料等価格高」と回答した割合が最大なのは金属製品、一般機械（100％）であり、「人手不足」

では食料品（81％）、「売上・受注不振」では電気機械（73％）だった。 

【非製造業】「人手不足」が61％と最も割合が大きく、次いで、「原材料等価格高」（39％）、「競争激化」(34％)の順。業種別に

見ると、「人手不足」と回答した割合が最大なのはサービス業（79％）であり、「原材料等価格高」では卸売・小売

業（57％）、「競争激化」では卸売・小売業（48％）だった。 
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 10  自由記入欄の傾向                    

 本調査における全体の景況感としては、なお厳しさは残るものの、緩やかな持ち直しの動きが見られる

（p.5）。 

「企業経営上の問題点」を問う設問では人件費増大の項目が増加傾向にあったが（p.15）、「自由記入欄」に

も人件費の高騰を危惧するコメントが多く寄せられた。また、依然として人手不足や原材料費、電気料金の高

騰に関するコメントも多く見られ、「経常利益を圧迫している」、「経営困難となり淘汰される会社も出てくると思

われる」などの厳しい意見も寄せられた。 

 

＜製造業企業からの主なコメント＞ 

○ 食料品 

・ 人手不足が続いている。 

・ 原材料・仕入価格上昇を販売経路に十分転嫁できない。適材人材不足。製造効率化によるコスト削

減が課題。 

○ 衣服・その他 

・ コロナ禍における生活スタイルの変化により、ビジネスシーンにカジュアル志向が定着。そのため、需

要の回復に目途が立たず、生産設備に見合った安定的効率的な操業できず苦戦。また、円安による

原料/資材の仕入単価UP、4月以降の電気料金値上げなど要因を速やかに販売コストに反映でき

ず、厳しい事業運営が続くと予想。 

○ パルプ・紙 

・ 今期に入り、全般的に受注減のため不十分ながらも製品値上げした転嫁効果が出ていない。また、

電気等の高騰のまま負担がのしかかる。必要人員が未達のまま品質保持の要求は依然高いまま（残

業増）。また配置転換等社員の多様化育成ができていない。 

○ 一般機械 

・ 業界全体の受注件数が減少している中、当社もその影響を大きく受けている。しかし、営業の足を止

めず新規事業、客先開拓のため、製造分野の大きい展示会への参加など予定している。自動車部

品のみならず、弱電関係の受注を増やし売り上げの確保に努めている。 

○ 電気機械 

・ エネルギー、物価高、人材不足が深刻な問題。 

・ 原材料の仕入れは依然と比較するとよくなっているが、円安の影響で輸入部品が高騰している。国

内での調達割合を増やすよう視野を広げる必要があるほどになってきている。また、最低賃金が大幅

に上がることになり、当社の時給も上げることになったため今後の人件費高騰も危惧している。 

・ 明らかに受注が減ってきている。 

・ GW明け以降、売り上げの落ち込みが止まらない。仕入価格の高騰が利益を圧迫している。 

○ その他製造業 

・ 業界全体の仕事量の減少が続き、コロナ前にもどることは考えられない。 

・ 人材の確保がうまくいかない。円安による燃料費の高騰で利益が減少。また人件費の高騰により今

後の労務費が重荷になりそう。 

-77-



－17－ 

＜非製造業企業からの主なコメント＞ 

○ 建設業（関連業種含む） 

・ 公共工事の発注量の減少、技術者の高齢化 

・ 東部地区においては、土木の公共工事の発注が減少しており、また、国の施策による人件費コストの

増加が、収益環境の圧迫要因となっている。 

 

○運輸・通信業 

・ 取引先での各企業で価格高騰による値上げラッシュの中、価格転嫁しようとする取引先は受注減少

になる。実際に荷主との上下関係はいまだに弱い立場であり値上げは他社移行となり売上減少とな

る。 

・ 現状、大きなプラス要素や各顧客の荷動きも目立ったものはなく、前同対比で微増で推移。問題点と

しては人手不足、物流業界における２０２４問題等、課題は多く、限られた戦力で対応すべく業務の

選択を集中しなければならない。 

○ 卸売・小売業 

・ 原材料や光熱費などの高騰で収益環境が厳しい中、インボイスや電帳法などのDX対応コストもあり、

中小零細会社には何かと負担が大きい状況。 

○ サービス業 

・ 景況感は少しずつ上向きだとは思いますが、人材不足により需要に応えることが困難な状況が続い

ている。 

・ 受注額、受注件数が未だに増加しない。人員不足にもかかわらず最賃の引き上げ、人員を確保する

ための人件費の増大は非常に痛い。 

○ その他産業 

・ 当社の収益の柱である日経平均株価は令和 5 年 4 月～6 月に大幅に上昇しました。その結果、景

気、売上、経常利益ともに大幅に増加しました。しかしながらその反動もあり、7 月～9 月期は 4 月～6

月期に比べて下降、減少し、その後は横ばいを想定しています。 

 

【別表】 産業分類表 

 

全産業 製造業 食料品 畜産食料品、水産食料品、パン・菓子、その他の食料品

衣服・その他 外衣・シャツ、下着類、和装製品、その他の繊維製品

パルプ・紙 紙、加工紙、紙製品、紙製容器

洋食器・刃物・手道具・金物類、建設用・建築用金属製品、

金属素形材製品、金属被覆

一般機械 はん用機械器具、生産品機械器具、業務用機械器具

電気機械 電子部品・デバイス、電気機械器具、情報通信器具

飲料・たばこ・飼料、木材、家具、印刷、化学、鉄鋼、輸送用機械器具

プラスチック製品、皮革製品

非製造業 建設業 土木工事、建築工事、電気工事、管工事

運輸・通信業 道路旅客運送、道路貨物運送、通信

卸売・小売業 各種卸売・小売、百貨店・総合スーパー

放送、専門サービス、宿泊・飲食サービス、娯楽、廃棄物処理、

建物サービス、警備

その他産業 農林水産、電気・ガス、金融・保険、物品賃貸、教育、医療、福祉

分類される業種産業名称

金属製品

その他製造業

サービス業
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